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香芝市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１号

香芝市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例

（設置）

第１条 介護従事者の処遇改善を図るという平成２１年度の介護報酬の改定の

趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、

香芝市介護従事者処遇改善臨時特例基金（以下「基金」という。）を設置す

る。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、本市が交付を受ける介護従事者処遇改善

臨時特例交付金の額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方

法により保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代える

ことができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上

して、この基金に編入するものとする。

（繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期

間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するこ

とができる。

（処分）

第６条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分する

ことができる。

(1) 本市が行う介護保険に係る第１号被保険者の介護保険料について、平成

２１年度の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てる場

合

(2) 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課徴収に係る

電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施の

ための準備経費等の財源に充てる場合

（委任）
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第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（この条例の失効）

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。この場合にお

いて、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納

付するものとする。
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香芝市高山台グラウンド設置条例をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第２号

香芝市高山台グラウンド設置条例

（設置）

第１条 香芝市民の健康増進とスポーツ活動の推進に資するため、香芝市高山

台グラウンド（以下「グラウンド」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 香芝市高山台グラウンド

位置 香芝市高山台三丁目１４番１６

（管理）

第３条 グラウンドは、香芝市教育委員会（以下「委員会」という。）が管理

する。

（使用の許可）

第４条 グラウンドを使用できる者は、香芝市内に住所又は勤務場所を有する

者とする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

２ グラウンド及びその附属器具を使用しようとする者は、委員会の許可を受

けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、使用を許可しない。

(1) グラウンドの設置目的に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) その他グラウンドの管理上支障があると認められるとき。

３ 委員会は、前項の許可をする場合において、グラウンドの管理上必要があ

ると認めるときは、条件を付けることができる。

（許可の取消し等）

第５条 委員会は、グラウンドの使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又

は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は違反するおそ

れがあると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
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(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) グラウンドの運営に支障が生じたとき。

２ 前項の規定により、許可の取消し又は使用の制限若しくは停止をした場合、

使用者に損害が生じても、香芝市は、その賠償の責めを負わない。

（使用料）

第６条 グラウンドの使用料は、無料とする。

（原状回復の義務）

第７条 使用者は、その使用が終了したとき、又は使用を中止したときは、直

ちにグラウンドを原状に回復しなければならない。

（損害賠償の義務）

第８条 使用者は、施設又は設備、その他器具等を損傷し、又は滅失したとき

は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと

認めたときは、これを減額又は免除できる。

（その他）

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。



5

香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第３号

香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例

（香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第１条 香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１号

）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「４０時間」を「３８時間４５分」に改め、同条第３項中

「１６時間」を「１５時間３０分」に、「３２時間」を「３１時間」に改め、

同条第４項中「３２時間」を「３１時間」に改める。

第３条第２項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。

第８条の３第２項中「２４時間」を「２３時間１５分」に、「１５０時間

」を「１４５時間２０分」に改める。

（香芝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第２条 香芝市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第３号）の一部

を次のように改正する。

第１２条第１号及び第２号中「２０時間、２４時間又は２５時間」を「１

９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分」に改

める。

（香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第３条 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第３２号

）の一部を次のように改正する。

第１０条第１項及び第３項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市地域活動支援センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第４号

香芝市地域活動支援センター条例の一部を改正する条例

香芝市地域活動支援センター条例（平成１９年条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

附則第２項中「平成２１年３月３１日」を「平成２４年３月３１日まで」に

改める。

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第５号

香芝市介護保険条例の一部を改正する条例

香芝市介護保険条例（平成１２年条例第８号）の一部を次のように改正する。

第４条中「平成１８年度から平成２０年度まで」を「平成２１年度から平成

２３年度まで」に改める。

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第６号

香芝市営住宅条例の一部を改正する条例

香芝市営住宅条例（平成９年条例第１８号）の一部を次のように改正する。

目次中「第４２条」を「第４２条の２」に改める。

第５条第６号中「第２０条）」の次に「同法」を加える。

第６条各号列記以外の部分中「第５号」を「第６号まで」に改め、「第３号

」の次に「及び第６号」を加え、同条第１号中「第１２条及び第５２条」を「

第６号、第１２条及び第５２条第１項第１号」に改め、同条に次の１号を加え

る。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

第７条第１項中「前条各号」を「前条第１号から第４号まで」に改め、同条

第２項中「及び第３号」を「から第６号まで」に改める。

第１２条に次の１項を加える。

２ 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の

承認をしてはならない。

第１３条に次の１項を加える。

２ 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者

が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第１９条第２項中「第１６条の各号」を「第１６条各号」に改める。

第２９条第３項中「この場合においては」を「この場合において」に改める。

第４２条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。

(6) 暴力団員であることが判明したとき（同居者が暴力団員であることが判

明したときを含む。）。

第４２条第４項中「第５号」を「第６号」に改め、同条第５項中「第１項第

６号」を「第１項第７号」に改め、第２章中同条の次に次の１条を加える。

（意見聴取等）

第４２条の２ 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者が暴力団員

であるかどうかについて、本市の区域を管轄する警察署の署長（以下「警察

署長」という。）の意見を聴くものとする。

(1) 入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする
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親族

(2) 第１２条第１項の市長の承認を受けて入居者が同居させようとする者

(3) 第１３条第１項の市長の承認を受けて引き続き市営住宅に居住しようと

する者及びその者と現に同居している者

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員で

あるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

３ 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員で

あるかどうかについて、市長に対して意見を述べることができる。

第５２条中「かかわらず」の次に「、同条第６号に掲げる条件を具備し、か

つ」を加える。

第５４条中「第４２条」を「第４２条の２」に、「明け渡し」を「明渡し」

に改める。

第５７条第４号中「第５号」を「第６号」に改める。

附 則

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年３月３１日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第７号

香芝市税条例等の一部を改正する条例

（香芝市税条例の一部改正）

第１条 香芝市税条例（昭和３２年条例第２号）の一部を次のように改正する。

第３６条の２第４項中「第５号の５様式」の次に「、第５号の５の２様式

」を加える。

第３８条第１項中「若しくは第２項」を削る。

第４７条の２第２項を削り、同条第３項中「第１項の特別徴収対象年金所

得者」を「前項の特別徴収対象年金所得者」に改め、同項を同条第２項とす

る。

第４７条の３中「（同条第２項の規定により給与所得及び公的年金等に係

る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合に

あっては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。）

」を削る。

第４７条の５第１項中「（同条第２項の規定により当該年金所得に係る特

別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあっては、当該所得割額を控除

した額）」を削り、同条第２項中「及び同条第２項」を削り、「同条第３項

」を「同条第２項」に改め、同条第３項中「「（同条第２項の規定により給

与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方

法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を加算した額とする。以

下この節において同じ。）」とあるのは「（同項に規定する年金所得に係る

仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）」」を「「前条第１項」とあるのは「

第４７条の５第１項」」に改める。

第５１条第１項第６号中「特定非営利活動促進法」の次に「（平成１０年

法律第７号）」を加える。

第５４条第７項中「施行規則第１０条の２の９」を「施行規則第１０条の

２の１０」に改める。

第５６条中「第３４８条第２項第９号」の次に「、第９号の２」を加え、

「公益社団法人若しくは公益財団法人、公的医療機関の開設者若しくは令第

４９条の１０に規定する医療法人」を「医療法（昭和２３年法律第２０５号

）第３１条の公的医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医

療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人
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（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条に

おいて同じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非営利型

法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福

祉機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済

組合若しくは国家公務員共済組合連合会」に改める。

第５８条の次に次の１条を加える。

第５８条の２ 法第３４８条第２項第１１号の５の固定資産について同項本

文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第１号に、家屋に

ついては第２号及び第３号に、償却資産については第４号及び第５号に掲

げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合に

おいて、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合に

おいては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証

明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

第５９条中「、第１１号の４」を「から第１１号の５まで」に改める。

第９３条第２項中「民法」の次に「（明治２９年法律第８９号）」を加え

る。

附則第８条中「、第１５条の３又は第３９条第５項」を「又は第１５条の

３」に、「、第１５条の３若しくは第３９条第５項」を「若しくは第１５条

の３」に改める。

附則第８条の２第４項中「同法第４１条第１項の規定による地方公共団体

の」を「令附則第１２条第２１項第２号に規定する」に改め、同条第７項中

「施行規則附則第７条第７項各号」を「施行規則附則第７条第８項各号」に

改め、同条第８項中「施行規則附則第７条第８項各号」を「施行規則附則第

７条第９項各号」に改める。

附則第８条の３を削る。

附則第９条の見出し中「平成１８年度から平成２０年度まで」を「平成２

１年度から平成２３年度まで」に改める。

附則第９条の２の見出しを「（平成２２年度又は平成２３年度における土

地の価格の特例）」に改め、同条第１項中「平成１９年度分」を「平成２２

年度分」に、「平成２０年度分」を「平成２３年度分」に改め、同条第２項
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中「平成１９年度適用土地」を「平成２２年度適用土地」に、「平成１９年

度類似適用土地」を「平成２２年度類似適用土地」に、「平成２０年度分」

を「平成２３年度分」に改める。

附則第９条の３を削る。

附則第１０条（見出しを含む。）中「平成１８年度から平成２０年度まで

」を「平成２１年度から平成２３年度まで」に改める。

附則第１０条の３中「平成１８年度から平成２０年度まで」を「平成２１

年度から平成２３年度まで」に改める。

附則第１１条（見出しを含む。）中「平成１８年度から平成２０年度まで

」を「平成２１年度から平成２３年度まで」に改める。

附則第１１条の３中「平成１８年度から平成２０年度まで」を「平成２１

年度から平成２３年度まで」に改める。

附則第１１条の４を削り、附則第１１条の５を附則第１１条の４とし、附

則第１１条の６を削る。

附則第１３条の２第１項中「平成１８年度から平成２０年度まで」を「平

成２１年度から平成２３年度まで」に改め、同条第２項中「平成２１年３月

３１日」を「平成２４年３月３１日」に改める。

附則第１４条の４第３項第２号中「第３４条の７第１項前段」を「第３４

条の７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１

４条の４第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」

に改める。

附則第１５条第３項第２号中「第３４条の７第１項前段」を「第３４条の

７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１５条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める。

附則第１５条の２第１項及び第２項中「平成２１年度」を「平成２６年度

」に改める。

附則第１６条第５項第２号中「第３４条の７第１項前段」を「第３４条の

７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条

第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める。

附則第１７条第２項第２号中「第３４条の７第１項前段」を「第３４条の

７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１７条

第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める。

附則第１８条の２第２項第２号中「第３４条の７第１項前段」を「第３４

条の７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１

８条の２第１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」
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に改める。

附則第１８条の４第２項第２号中「第３４条の７第１項前段」を「第３４

条の７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１

８条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改め、同

条第５項第２号中「第３４条の７第１項前段」を「第３４条の７第１項中「

山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１８条の４第３項に

規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める。

第２条 香芝市税条例の一部を次のように改正する。

附則第８条の２第８項中「施行規則附則第７条第９項各号」を「施行規則

附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「

施行規則附則第７条第８項各号」を「施行規則附則第７条第９項各号」に改

め、同項を同条第８項とし、同条第３項から第６項までを１項ずつ繰り下げ、

同条第２項中「施行規則附則第７条第２項各号」を「施行規則附則第７条第

３項各号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第２項に規定す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月

日

(4) 当該年度の初日の属する年の１月３１日を経過した後に申告書を提出

する場合には、同日までに提出することができなかった理由

（香芝市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 香芝市税条例の一部を改正する条例（平成２０年条例第１７号）の一

部を次のように改正する。

附則第１条第１号中「次条第１８項及び第１９項」を「次条第１６項及び

第１７項」に改め、同条第３号中「第１２項」を「第１０項」に改め、同条

第４号中「次条第１３項から第１７項まで」を「次条第１１項から第１５項

まで」に改める。

附則第２条第５項中「平成２２年１２月３１日」を「平成２３年１２月３

１日」に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を

「当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の１００分の１．８」に改め、
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同項各号を削り、同条第８項中「（次項及び第１１項において「源泉徴収選

択口座内配当等」という。）」を削り、同条中第９項を削り、第１０項を第

９項とし、第１１項を削り、第１２項を第１０項とし、第１３項を第１１項

とし、同条第１４項中「平成２２年１２月３１日」を「平成２３年１２月３

１日」に、「平成２０年改正令附則第７条第１１項」を「地方税法施行令及

び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（平成２０年

政令第１５２号）附則第７条第１０項」に、「次の各号に掲げる場合の区分

に応じ当該各号に定める金額」を「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額

（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項の規定により読み替えて適用さ

れる新条例附則第１７条第２項の規定により読み替えて適用される新条例第

３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の

１００分の１．８」に改め、同項各号を削り、同項を同条第１２項とし、同

条第１５項中「附則第２条第１４項」を「附則第２条第１２項」に改め、同

項を同条第１３項とし、同条第１６項中「第１４項」を「第１２項」に改め、

同項を同条第１４項とし、同条第１７項中「第１４項」を「第１２項」に改

め、同項を同条第１５項とし、同条第１８項を同条第１６項とし、同条第１

９項中「平成２２年１２月３１日」を「平成２３年１２月３１日」に改め、

同項を同条第１７項とする。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第２条の改

正規定及び次条第３項の規定は、同年６月４日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の香芝市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、平成

２１年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２０年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例附則第８条の２第４項の規定は、平成２１年４月１日（以下「施行

日」という。）以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき

平成２２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築さ

れた第１条の規定による改正前の香芝市税条例附則第８条の２第４項に規定

する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

３ 第２条の規定による改正後の香芝市税条例附則第８条の２第２項の規定は、

平成２１年６月４日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき

平成２２年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
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香芝市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第２号

香芝市事務分掌規則の一部を改正する規則

香芝市事務分掌規則（平成５年規則第３号）の一部を次のように改正する。

「企画係 「収税
第２条中「企画係」を に、「収税課 徴収係」を

防災係」 滞納

「保険年金課
課 徴収係 「戸籍係

に、「戸籍係」を に、
対策課 滞納対策係」 年金係」

給付係
「保険医療課 給付係 「福

保険料係 を に、「社会福祉係」を
保険料係」 障

年金係 」

「商工係
「商工観光係

祉政策係 農産係
に、「保険係」を「保険料係」に、 を 農産係

害福祉係」 地籍耕地係
地籍耕地係

観光係 」

に改める。

」

第５条企画係の項中第１０号を削り、第９号を第１０号とし、第７号及び第

８号を削り、第６号を第９号とし、第２号から第５号までを３号ずつ繰り下げ、

第１号の次に次の３号を加える。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 行政組織及び事務分掌に関すること。

第５条企画係の項第１１号中「香芝市ふたかみ文化センター及び香芝市モナ

ミホール」を「香芝市文化施設」に改め、同条に次の１項を加える。

防災係

(1) 防災対策及び国民保護対策の総合調整に関すること。

(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(3) 国民保護対策本部及び国民保護協議会に関すること。

(4) 自主防災組織に関すること。

(5) 防災訓練及び防災意識の啓発に関すること。
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第７条総務行政係の項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第

８号までを１号ずつ繰り上げ、第９号を削り、第１０号を第８号とし、第１１

号を第９号とし、同号の次に次の１号を加える。

(10) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

第７条文書係の項に次の２号を加える。

(13) 公平委員会との連絡調整に関すること。

(14) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

第８条財政係の項に次の１号を加える。

(10) 土地開発公社に関すること。

第１０条市民税係の項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第

１１号までを１号ずつ繰り上げる。

第１１条徴収係の項各号を次のように改める。

(1) 現年度課税分を主とする市税の納税関係事務に関すること。

(2) 市税の納税奨励に関すること。

(3) 市税の徴収、督促、催告及び調査に関すること。

(4) 市税の納税証明に関すること。

(5) 市税の過誤納金に関すること。

(6) 市税の口座振替に関すること。

第３１条を第３２条とし、第２６条から第３０条までを１条ずつ繰り下げる。

第２５条商工係の項中「商工係」を「商工観光係」に改め、同項に次の２号

を加える。

(9) 観光に関する企画、立案及び調整に関すること。

(10) 観光資源の保護及び振興に関すること。

第２５条農産係の項第８号中「駆除」を「捕獲等」に改め、同条観光係の項

を削り、同条を第２６条とする。

第２４条を第２５条とし、第２０条から第２３条までを１条ずつ繰り下げる。

第１９条保険係の項中「保険係」を「保険料係」に改め、同項第１号を削り、

同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同条給付係の項

中第６号を第７号とし、第１号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第

１号として次の１号を加え、同条を第２０条とする。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

第１８条社会福祉係の項中「社会福祉係」を「福祉政策係」に改め、同項第

１号中「総合調整」の次に「及び計画立案」を加え、同項第２号及び第３号を

削り、同項第４号を同項第２号とし、同項第５号から同項第１３号までを２号

ずつ繰り上げ、同項の次に次の１項を加え、同条を第１９条とする。
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障害福祉係

(1) 障害者手帳、療育手帳及び精神障害者福祉手帳に関すること。

(2) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）に基づく福祉に関する

こと。

(3) 重度心身障害者等福祉年金、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給

に関すること。

(4) 香芝市地域活動支援センターすみれの里に関すること。

第１７条を第１８条とする。

第１６条人権係の項第３号中「人権・同和問題啓発活動推進本部」を「人権

問題啓発活動推進本部」に改め、同条を第１７条とする。

第１５条（見出しを含む。）中「保険年金課」を「保険医療課」に改め、年

金係の項を削り、同条を第１６条とする。

第１４条を第１５条とする。

第１３条戸籍係の項の次に次の１項を加え、同条を第１４条とする。

年金係

(1) 国民年金被保険者の資格得喪の受理に関すること。

(2) 国民年金関係書類の審査及び進達に関すること。

(3) その他国民年金に関すること。

第１２条を第１３条とし、同条の前に次の１条を加える。

（滞納対策課の事務分掌）

第１２条 滞納対策課の事務分掌は、次のとおりとする。

滞納対策係

(1) 滞納繰越分を主とする市税の納税関係事務に関すること。

(2) 市税の徴収、催告及び調査に関すること。

(3) 市税の滞納処分に関すること。

(4) 市税の滞納処分の執行停止及び不納欠損に関すること。

(5) 差押え及び換価処分に関すること。

(6) 滞納等審査会に関すること。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日の前日に現に市民生活部保険年金課の課長、係長若し

くは主査に補せられ、又は当該部課に勤務を命ぜられている者で、別に辞令

の発せられないものは、この規則の施行の日にそれぞれ市民生活部保険医療
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課の課長、係長若しくは主査に補せられ、又は当該部課に勤務を命ぜられた

ものとする。

（香芝市公印規則の一部改正）

３ 香芝市公印規則（平成３年規則第１０号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「保険年金課長」を「保険医療課長」に改める。

（香芝市債権管理規則の一部改正）

４ 香芝市債権管理規則（平成１９年規則第２１号）の一部を次のように改正

する。

第７条第１項中「収税課長」を「滞納対策課長」に改める。

（香芝市会計規則の一部改正）

５ 香芝市会計規則（昭和５９年規則第６号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「

総務部 収税課 課長 総務部 収税課 課に勤務する
を

職員

」

「

総務部 収税課 課長 総務部 収税課 課に勤務する

職員

に､

総務部 滞納対策課 課長 総務部 滞納対策課 課に勤務する

職員

」

「保険年金課」を「保険医療課」に改める。

別表第２中

「

総務部 収税課長 市税等及びその附帯金の収 課に勤務す

納 る職員

所管に係る手数料及びその 上席職員 を

他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納保管

」

「
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総務部 収税課長 市税等及びその附帯金の収 課に勤務す

納 る職員

所管に係る手数料及びその 上席職員

他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納保管

に､

総務部 滞納対策課長 市税等及びその附帯金の収 課に勤務す

納 る職員

所管に係る手数料及びその 上席職員

他の徴収金の収納

所管に係る物品の出納保管

」

「保険年金課長」を「保険医療課長」に改める。
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香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第３号

香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第５号）の一

部を次のように改正する。

第３条第２項及び第３項中「半日勤務時間」を「４時間の勤務時間」に改め

る。

第１１条各号列記以外の部分中「掲げる日数」を「定める日数」に改め、同

条第２号中「１６０時間」を「１５５時間」に、「４０時間」を「３８時間４

５分」に、「８時間」を「７時間４５分」に改める。

第１１条の３第１項各号列記以外の部分中「掲げる日数」を「定める日数」

に改める。

第１１条の４各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる率」を「当該各号に

定める率」に改め、同条第３号及び４号中「８時間」を「７時間４５分」に改

める。

第１２条中「掲げる率」を「定める率」に改める。

第１３条第１項中「、半日」及び「（再任用短時間勤務職員等及び任期付短

時間勤務職員にあっては、１日又は１時間）」を削り、同条第２項を削り、同

条第３項各号列記以外の部分中「掲げる時間数」を「定める時間数」に改め、

同項を同条第２項とする。

第１５条第５項中「掲げる時間数」を「定める時間数」に改める。

第２９条第２項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。

別表第２第２の項中「証人」を「裁判員、証人」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、別表第２第２の

項の改正規定は、同年５月２１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に改正前の香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則第３条の規定に基づき任命権者の承認を受けている半日勤務時間の割

振り変更については、なお従前の例による。
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技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第４号

技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の給与に関する規則（昭和４２年規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

第５条第６項中「よる」を「より、かつ、地方公営企業等の労働関係に関す

る法律（昭和２７年法律第２８９号。以下「法」という。）附則第５項の規定

を遵守しなければならない。この場合において、法第１０条第１項の予算上又

は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定として、同項の規定

を適用しなければならない場合とは、次に掲げる場合を含むものとする」に改

め、同項に次の各号を加える。

(1) 法第９条の規定により必要となる規則その他規程の改正又は廃止などの

措置がとられていないとき。

(2) 協定により、給料、手当その他勤務条件が変更されることにより、新た

な費用が生じることとなる場合にあって、当該新たな費用が予算の費目ご

との金額の範囲内に収まっているものの、当該変更の内容が重要なもので

あるとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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香芝市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第５号

香芝市契約規則の一部を改正する規則

香芝市契約規則（昭和３９年規則第７号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第２号中「前条第１項」を「前条第２項」に改め、同条第２項

第４号中「農林中央金庫又は商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金

庫又は農林中央金庫」に改める。

第２３条第１項中「年１０．７５パーセントの割合」を「政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基

づき財務大臣が決定する率」に、「閏年」を「うるう年」に改める。

第３号様式の第３４条第１項中「１０分の３」を「１０分の４」に改め、同

条第３項中「１０分の３」を「１０分の４」に、「この場合においては」を「

この場合において」に改め、同条第４項中「１０分の４」を「１０分の５」に

改め、同条第６項中「年１０．７５パーセントの割合で」を「政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法

」という。）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率により」に改

め、同様式の第４５条第２項及び第３項中「年１０．７５パーセントの割合で

」を「支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率によ

り」に改め、同様式の第４７条第１項各号列記以外の部分中「一に」を「いず

れかに」に改め、同項第５号中「第４９条第１項」を「第５０条第１項」に改

め、同様式の第５５条を同様式の第５７条とし、同様式の第５２条から第５４

条までを２条ずつ繰り下げ、同様式の第５１条第１項中「本条」を「この条」

に改め、同条を同様式の第５３条とし、同条の前に次の１条を加える。

（損害賠償の予定）

第５２条 乙は、第４８条第１項各号のいずれかに該当するときは、工事の完

了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金の

最低額として、請負代金額の１０分の１に相当する金額を甲に支払わなけれ

ばならない。ただし、同項第１号、第２号又は第３号に該当する場合におい

て、審決の対象となる行為が昭和５７年６月１８日付け公正取引委員会告示

第１５号（不公正な取引方法）第６項に該当する行為である場合その他甲が

特に必要と認める場合は、この限りでない。

２ 前項の規定による損害賠償金については、乙が共同企業体であり、かつ、

既に当該共同企業体が解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又
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は構成員であった者に請求することができる。この場合において、乙の代表

者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を甲に支払わな

ければならない。

３ 第１項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定

する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をするこ

とを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、

実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなっ

た場合においても、同様とする。

第３号様式の第５０条第３項中「第４７条」の次に「又は第４８条」を加え、

「年１０．７５パーセントの割合で」を「支払遅延防止法第８条第１項の規定

に基づき財務大臣が決定する率により」に改め、同条第６項中「本条」を「こ

の条」に改め、同条第７項中「この場合においては」を「この場合において」

に改め、同条第８項中「第４７条」の次に「又は第４８条」を加え、同条を同

様式の第５１条とし、同様式の第４９条第１項中「一に」を「いずれかに」に

改め、同条を同様式の第５０条とし、同様式の第４８条に見出しとして「（賠

償金等の徴収）」を付し、同条第１項中「前条第１項」を「第４７条第１項又

は前条第１項」に改め、同条を同様式の第４９条とし、同条の前に次の１条を

加える。

（談合等による解除）

第４８条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、

契約を解除することができる。

(1) 乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第６５条又は第６７条の

規定による審決がなされ、当該審決が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が乙に対し独占禁止法第４９条第１項の排除措置命令を

し、その命令が同条第７項の規定により確定したとき。

(3) 公正取引委員会が乙に対し独占禁止法第５０条第１項の納付命令をし、

その命令が同条第５項の規定により確定したとき。

(4) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が、刑法（

明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は第１９８条の罪を犯し、刑に

処せられたとき。

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項による解除の場合に準用する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
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（経過措置）

２ 改正後の香芝市契約規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に契約を締結するものについて適用し、施行日前に契約を締

結したものについては、なお従前の例による。
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香芝市立学童保育所条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第６号

香芝市立学童保育所条例施行規則の一部を改正する規則

香芝市立学童保育所条例施行規則（平成２年規則第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。

第３条第１項の表真美ヶ丘東学童保育所の項中「４５人」を「９０人」に改

める。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第７号

香芝市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則

香芝市営住宅条例施行規則（平成９年規則第２３号）の一部を次のように改

正する。

第２号様式中「香 第 号」を「第 号」に改める。

第３号様式（表）中「香 第 号」を「第 号」に、「同法施行令及び

同法施行規則並びに香芝市営住宅条例及び同条例施行規則」を「公営住宅法施

行令及び公営住宅法施行規則並びに香芝市営住宅条例及び香芝市営住宅条例施

行規則」に改め、同様式（裏）を次のように改める。
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（裏）

誓約書

年 月 日

香芝市長 様

住所 香芝市

市営住宅 団地 号

氏名 印

市営住宅入居期間中、下記の事項を固く遵守します。

なお、下記の事項に違反した場合、市より住宅の明渡しの請求又は損害賠償

の請求があれば、異議なく直ちに住宅を明け渡し、又は求償することを誓約い

たします。

記

１ 家賃を滞納しません。

２ 市営住宅又は共同施設を故意にき損しません。

３ 当該市営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡しません。

４ 当該市営住宅を住宅以外の用途には使用しません。

５ 当該市営住宅を無断で模様替及び増築をしません。

６ 同居者に異動があった場合は、直ちに市に届け出ます。

７ 正当な事由によらないで、当該市営住宅を１５日以上空家状態で放置しま

せん。

８ 当該市営住宅及び共同施設の環境を常に良好に維持します。

９ 私及び同居しようとする者は、暴力団員ではありません。また、このこと

について、香芝市営住宅条例第４２条の２の規定による警察署長に意見を聴

かれることに同意します。

１０ 入居後に、私又は同居人が暴力団員であることが判明した場合には、入

居の許可を取り消され、明渡請求をされても異議はありません。
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第４号様式中「備考」を「住所」に改める。

第７号様式中「香芝市営住宅条例第１２条及び同条例施行規則第６条」を「

香芝市営住宅条例施行規則第６条」に改める。

第９号様式中「香芝市営住宅条例第１４条及び同条例施行規則第７条」を「

香芝市営住宅条例施行規則第７条」に改める。

第１１号様式中「香 第 号」を「第 号」に改める。

第１２号様式中「香芝市営住宅条例第２４条及び同条例施行規則第１１条」

を「香芝市営住宅条例施行規則第１１条」に改める。

第１３号様式中「香芝市営住宅条例第２６条及び同条例施行規則第１２条」

を「香芝市営住宅条例施行規則第１２条」に改める。

第１５号様式中「香芝市営住宅条例第２７条及び同条例施行規則第１３条」

を「香芝市営住宅条例施行規則第１３条」に改める。

第１７号様式中「第６条第３項」を「第６条第５項」に、「第２８条第１項

」を「第２９条第１項」に改める。

第１８号様式中「第２８条第２項」を「第２９条第２項」に改める。

第１９号様式中「香 第 号」を「第 号」に、「第３６条第１項」を

「第３７条第１項」に改める。

第２４号様式中「香 第 号」を「第 号」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３号様式（裏）の改正規定

は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成２１年３月３１日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市規則第８号

香芝市保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則

香芝市保育の実施に関する条例施行規則（平成８年規則第４号）の一部を次

のように改正する。

第５条第１号中「学校保健法施行規則」を「学校保健安全法施行規則」に、

「第１９条」を「第１８条」に、「伝染病」を「感染症」に改める。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
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管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２１年３月１２日

香芝市公平委員会委員長 平 越 國 和

香芝市公平委員会規則第１号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（平成３年公平委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。

別表第１中

「

教育委員会事務局 教育長

事務局長

課長及び主幹 を

指導主事及び社会教育主事

総務課の課長補佐及び係長

」

「

教育委員会事務局 教育長

事務局長

次長
に

課長及び主幹

指導主事及び社会教育主事

総務課の課長補佐及び係長

」

改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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香芝市高山台グラウンド設置条例施行規則をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市教育委員会委員長 船 木 克 容

香芝市教育委員会規則第１号

香芝市高山台グラウンド設置条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、香芝市高山台グラウンド設置条例（平成２１年条例第

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（開場時間）

第２条 香芝市高山台グラウンド（以下「グラウンド」という。）の開場時間

は、午前９時から午後５時までとする。ただし、香芝市教育委員会（以下「

委員会」という。）が必要であると認めるときは、開場時間を変更すること

ができる。

（休場日）

第３条 グラウンドの休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要で

あると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 木曜日

(2) １２月２８日から翌年の１月４日までの日

（使用時間の制限）

第４条 グラウンドの使用時間は、１回の使用につき２時間を超えることはで

きない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

２ グラウンドの使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状

に復するのに要する時間も含むものとする。

（使用期間の制限）

第５条 グラウンドの使用期間は、連続した２日以上の日又は引き続き３回以

上の同じ曜日の使用をすることはできない。ただし、委員会が特に必要があ

ると認めるときは、この限りでない。

（許可の申請）

第６条 条例第４条第２項の許可を受けようとする者は、香芝市高山台グラウ

ンド使用許可申請書（第１号様式）を委員会に提出しなければならない。

２ 前項の申請は、原則として、使用日の２箇月以前のものについては受け付

けない。

（使用許可書の交付等）

第７条 委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、使用を許可す

るときは、香芝市高山台グラウンド使用許可書（第２号様式）を交付するも
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のとする。

２ 前項の規定により使用の許可を受けた者が、やむを得ない事由により使用

できなくなったときは、使用日の２日前までに香芝市高山台グラウンド使用

取消届（第３号様式）に同項の許可書を添えて提出し、委員会の承認を受け

なければならない。

（遵守事項）

第８条 グラウンドの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに物品の展示、販売及びこれらに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しな

いこと。

(3) グラウンドの使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却する

こと。

(4) グラウンド内への酒類の持ち込み又は酒気を帯びての使用はしないこと。

(5) グラウンドの使用の際は前条第１項の許可書を携帯し、職員の求めがあ

ったときは、直ちに提示すること。

（損壊の届出等）

第９条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに委員会に届け出て、そ

の指示に従わなければならない。

（転貸等の禁止）

第１０条 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させ

てはならない。

（管理上の指示）

第１１条 委員会は、グラウンドの管理上、必要があると認めたときは、現に

使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

（その他）

第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。
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第１号様式（第６条関係）

香芝市高山台グラウンド使用許可申請書

使用年月日 年 月 日 曜日 使用時間 時～ 時

使用目的

児童幼児 生徒 学生 一般 合計

使用人数 男 人 人 人 人

女 人 人 人 人 人

上記のとおり香芝市高山台グラウンドの使用申請をいたします。

年 月 日

香芝市教育委員会 様

団体名

代表者

住所

電話
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第２号様式（第７条関係）

(表)

香芝市高山台グラウンド使用許可書

使用年月日 年 月 日 曜日 使用時間 時～ 時

使用目的

児童幼児 生徒 学生 一般 合計

使用人数 男 人 人 人 人

女 人 人 人 人

使用条件

裏面の注意事項を厳守することを条件に使用を許可します。

年 月 日

団体名

代表者 様

住所

電話

香芝市教育委員会 印

(裏)

グラウンドを使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

１ 香芝市高山台グラウンド設置条例、香芝市高山台グラウンド設置条例施行

規則等を厳守すること。

２ 使用目的以外にグラウンドを使用しないこと。

３ 使用者はその権利を譲渡し、又は他人に使用させないこと。

４ 建物、設備等を損傷したときは、委員会の指示するところに従いこれを原

状に復し、又は損傷を賠償すること。

５ 使用者は、使用に関して生じた一切の事故について、その責任を負うこと。

６ 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。

７ ゴミ等不要物は必ず各自の責任において持ち帰ること。

８ グラウンドの使用中はこの許可書を携帯し、求めがあるときは直ちに提示

すること。

９ その他、管理者より指示があるときはその指示に従うこと。

１０ 上記に違反したときは、使用許可を取消し、又は使用を制限し、若しく

は停止することがある。この場合において、使用者に損害を生じることがあ

っても、これに対して賠償の責任は負わない。
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第３号様式（第７条関係）

香芝市高山台グラウンド使用取消届

使用年月日 年 月 日 曜日 使用時間 時～ 時

使用目的

使用人数 児童幼児 生徒 学生 一般 合計

男 人 人 人 人

女 人 人 人 人 人

取消理由

上記のとおり香芝市高山台グラウンドの使用を取り消します。

年 月 日

香芝市教育委員会 様

団体名

代表者

住所

電話
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香芝市学校給食費徴収規則をここに公布する。 

平成２１年３月２４日 

           香芝市教育委員会委員長 船 木 克 容 

香芝市教育委員会規則第２号 

   香芝市学校給食費徴収規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第３条第１項

の規定による学校給食及び学校給食に準じて実施する幼稚園給食（以下「学

校給食等」という。）を受ける児童、生徒又は園児の保護者（以下「保護者

」という。）が負担する経費（以下「学校給食費」という。）の徴収につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（学校給食等の対象） 

第２条 学校給食等の対象者は、次に掲げる者とする。 

(1) 幼稚園に在籍する園児 

(2) 小学校に在籍する児童 

(3) 中学校に在籍する生徒 

（学校給食費の額） 

第３条 学校給食費の１人当たりの負担額は、香芝市学校給食会理事会に諮り、

香芝市教育委員会が決定する。 

２ 学校給食費の額は、次のとおりとする。ただし、４月分の学校給食費は別

に定める。 

(1) 幼稚園の園児 月額２，７００円 

(2) 小学校の児童 月額４，２００円 

(3) 中学校の生徒 月額５２０円 

（学校給食費の納付期限） 

第４条 保護者は、学校給食費をそれぞれ給食実施月の末日までに各学校（園

）に納付しなければならない。ただし、納付の日が、香芝市の休日を定める

条例（平成元年条例第２９号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「市

の休日」という。）に当たるときは、その日後において、その日に最も近い

市の休日でない日とする。 

（学校給食費の基準額） 

第５条 学校給食費の基準額は、第３条第２項各号に定めるそれぞれの月額に

１１を乗じ、年間の学校給食実施予定回数で除して得た額とする。 

２ 前項の規定により算出した学校給食費の基準額に１円未満の端数が生じた
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ときは、これを切り捨てるものとする。 

（学校給食費の日割計算） 

第６条 香芝市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）は、次の各号の

いずれかに該当する場合は、学校給食費を日割計算により算定する。 

(1) 病気等による欠食の場合 その月の欠食回数が連続して７回を超えると

きは、その者の学校給食費の基準額にその月の給食を受けた回数を乗じて

得た額を学校給食費の月額とする。 

(2) 転出又は死亡の場合 学校給食費の基準額にその者が転出又は死亡の日

までに受けたその月の給食回数を乗じて得た額を学校給食費の月額とする。

ただし、その算出した金額が学校給食費の月額を超えるときは、学校給食

費の月額とする。 

(3) 転入の場合 学校給食費の基準額にその者が転入の日以後に受けたその

月の給食回数を乗じて得た額を学校給食費の月額とする。ただし、その算

出した金額が学校給食費の月額を超えるときは、学校給食費の月額とする。 

２ 保護者は、前項各号のいずれかに該当し、第３条第２項に定める学校給食

費の月額との差額に相当する金額の減額を受けようとするときは、学校給食

費減額申請書（別記様式）を教育長に提出し、承認を得なければならない。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、

教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
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別記様式(第６条関係) 

 

学校給食費減額申請書 

 

  年  月  日 

 

 香芝市教育委員会教育長  様 

 

   学校（園） 

  学年   組 

児童（生徒又は園児）名 

保護者名         ○印 

 

香芝市学校給食費徴収規則第６条第２項の規定に基づき、次のとおり、学校

給食費の減額を申請します。 

 

減額申請対象年月 

 

年          月分 

減額申請理由等 

 

□病気等による欠食 

年 月 日から  年  月  日まで  回 

□転出又は死亡     年   月   日 

□転入         年   月   日 
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香芝市訓令甲第１号

各 部 課

各出先機関

香芝市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市事務決裁規程の一部を改正する訓令

香芝市事務決裁規程（平成５年訓令甲第２号）の一部を次のように改正する。

第１９条に次の１号を加える。

(3) 納税資料の収集、調査及び処理に関すること。

第４０条を第４２条とし、第３４条から第３９条までを２条ずつ繰り下げ、

第３３条の２を第３５条とし、第３３条を第３４条とし、第２８条から第３２

条までを１条ずつ繰り下げる。

第２７条第３号中「建築基準法」の次に「（昭和２５年法律第２０１号）」

を加え、同条を第２８条とする。

第２６条を第２７条とし、第２３条から第２５条までを１条ずつ繰り下げる。

第２２条の見出し中「保険年金課長」を「保険医療課長」に改め、同条各号

列記以外の部分中「保険年金課長」を「保険医療課長」に改め、同条第４号中

「督促状」を「徴収金督促状」に改め、同条第５号中「過誤納金」を「徴収金

の過誤納金」に改め、同条第６号を削り、同条第７号を同条第６号とし、同条

を第２３条とする。

第２１条を第２２条とする。

第２０条に次の１号を加え、同条を第２１条とする。

(8) 国民年金の事務処理に関すること。

第１９条の次に次の１条を加える。

（滞納対策課長の専決事項）

第２０条 滞納対策課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税の徴収金催告書の発行に関すること。

(2) 納税資料の収集、調査及び処理に関すること。

附 則

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市訓令甲第２号

各 部 課

各出先機関

香芝市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年３月２４日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市職員服務規程の一部を改正する訓令

香芝市職員服務規程（平成１７年訓令甲第２号）の一部を次のように改正す

る。

第７条第２項中「午後０時１５分」を「正午」に改める。

附 則

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市水道事業就業規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成２１年３月２４日

香芝市水道事業管理者

の権限を行う市長

香芝市長 梅田 善久

香芝市水道事業管理規程第１号

香芝市水道事業就業規程の一部を改正する規程

香芝市水道事業就業規程（平成３年水道事業管理規程第３号）の一部を次の

ように改正する。

第３条中「４０時間」を「３８時間４５分」に改める。

第５条中「午後０時１５分から４５分間」を「正午から午後１時まで」に改

める。

第１３条第２項中「次のとおり」を「、次のとおり」に改め、同条第３項中

「半日若しくは」を削り、「できる。」の次に「この場合において、」を加え

る。

附 則

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
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香芝市告示第２６号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年３月４日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年３月４日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第２７号 

 

香芝市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し

てはならない地域、場所及び物件に掲出されていた広告物は別紙のとおり屋

外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項に基づき、除却し保管してい

ます。所有者等の方は至急引き取りに来て下さい。 

尚、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定に基づき、

当該広告物を廃棄します。 

 

 

平成２１年３月５日 

 

 

           香芝市長   梅  田  善  久 

 

 

 

 

 

１．引取期間   公示の日から二週間（屋外広告物法第８条第３項第１号

に規定する広告物については二日間） 

 

２．引取方法   引き取り人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべ

き所有者等であることが確認できるものを掲示し、受領

書及び誓約書と引き換えに返還する。 

 

３．引取時間   午前９時から午後５時（土・日・祝日を除く） 

 

４．連 絡 先   香芝市役所 都市整備部 都市計画課 

TEL０７４５－７６－２００１（内線２０４） 



整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-25 HOTELｳｫｰﾀｰｹﾞｰﾄ はり札 8 国道168号線沿い、平野 H21.2.13 H21.2.13 下田倉庫

21-26 関西ハウジング 立看板 3 旭ヶ丘 H21.2.13 H21.2.13 下田倉庫

21-27 日本共産党 はり札 6 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-28 民商 はり札 9 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-29 国民新党 はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-30 民主党 はり札 6 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-31 葛城建設 はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-32 東武建設 はり札 5 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-33 アドバンテージ香芝 はり札 14 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-34 藤井建設 はり札 3 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-35 ウォーターゲート はり札 4 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-36 大地不動産 はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-37 ディアホーム はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-38 近畿住宅販売 はり札 3 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-39 三貴ホーム はり札 4 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-40 大黒ハウス はり札 5 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-41 関西ハウジング はり札 8 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫
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整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-42 賃貸倶楽部 はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-43 0729-71-4444　ﾊﾟｲｵﾆｱ はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-44 グローバル二上駅 はり札 2 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-45 Ｐスマイル はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-46 杉浦ひろみカラオケ教室 はり札 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-47 東武建設 立看板 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-48 ディアホーム香芝 立看板 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-49 豊富住建 立看板 14 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-50 葛城建設 広告旗 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-51 東武建設 広告旗 10 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-52 大地不動産 広告旗 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫

21-53 ディアホーム 広告旗 1 香芝市内全般 H21.2.26 H21.2.26 下田倉庫
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香芝市告示第２８号 
 地方税法（昭和２５年法律第２２6号）第４１６条第 1項の規定により、次のとお
り土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を関係者の縦覧に供する。 
  平成２１年 3月１０日 
 

香芝市長  梅 田 善 久 
 
 

１．縦覧期間 平成２１年 4月１日(水)から平成２１年４月３０日(木)まで 

午前 8時 30分から午後 5時まで 

ただし、土曜日、日曜日、祝日は除く 

２．縦覧場所 香芝市役所 税務課 
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香芝市告示第２９号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年３月１１日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年３月１１日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第 ３０ 号 
 
 国税徴収法第８６条第１項及び地方税法第３７３条第５項の規定による滞納

処分（参加差押）を受けた者に対し通知書を郵送すべきところ、その送達を受

けるべき者の所在等が不明のため送達することができないので、地方税法第２

０条の２及び香芝市税条例第１８条の規定により次のとおり公示送達します。 
 この公示送達に係る関係書類は当市収税課で保管し、送達を受けるべき者か

ら公示の申し出があればいつでも交付します。 
 また、地方税法第２０条の２第３項の規定により掲示を始めた日から起算し

て７日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。 
 
 
平成２１年 ３月１６日 
 
 

香芝市長  梅 田  善 久 
 
 
 
送達を受けるべき者        略 



香芝市告示第　３ １　号

  平成１９年度市県民税第３期分、固定資産税第４期分及び平成２０年度市県民税第１～４期・随時分、

軽自動車税第１期分の督促状を郵送すべきところ、その送達を受けるべき者の住所地等が不明のため

送達することができないので、地方税法第２０条の２及び香芝市税条例第１８条の規定により公示送達

します。

　なお、この公示送達にかかる関係書類は、当市収税課で保管し、送達受けるべき者から申し出があれ

ばいつでも交付します。

　平成 ２ １ 年 ３　月 １ ７ 日

香芝市長　梅　田　善　久

送達を受けるべき者 略

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したときに書

類の送達があったものとみなす。
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香芝市告示第３２号 

 

香芝市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し

てはならない地域、場所及び物件に掲出されていた広告物は別紙のとおり屋

外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項に基づき、除却し保管してい

ます。所有者等の方は至急引き取りに来て下さい。 

尚、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定に基づき、

当該広告物を廃棄します。 

 

 

平成２１年３月１７日 

 

 

           香芝市長   梅  田  善  久 

 

 

 

 

 

１．引取期間   公示の日から二週間（屋外広告物法第８条第３項第１号

に規定する広告物については二日間） 

 

２．引取方法   引き取り人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべ

き所有者等であることが確認できるものを掲示し、受領

書及び誓約書と引き換えに返還する。 

 

３．引取時間   午前９時から午後５時（土・日・祝日を除く） 

 

４．連 絡 先   香芝市役所 都市整備部 都市計画課 

TEL０７４５－７６－２００１（内線２０４） 



整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-54 関西ハウジング はり札 2 香芝市内 H21.3.10 H21.3.11 下田倉庫

21-55 グローバル五位堂駅前 はり札 1 瓦口 H21.3.10 H21.3.11 下田倉庫

21-56 近畿住宅販売 はり札 1 香芝市内 H21.3.10 H21.3.11 下田倉庫

21-57 ディアホーム はり札 3 香芝市内 H21.3.10 H21.3.11 下田倉庫

21-58 ギフトショップ　勝和屋 はり札 1 香芝市内 H21.3.10 H21.3.11 下田倉庫

21-59 昇陽ハウジング はり札 1 香芝市内 H21.3.10 H21.3.11 下田倉庫

21-60 豊富住建 立看板 3 旭ヶ丘 H21.3.10 H21.3.11 下田倉庫
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香芝市告示第  ３３  号  

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準

用する同法第１９条第１項の規定により都市計画を変更したので、同法第２１

条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとお

り告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供す

る。  

平成２１年 ３月１７日  

香芝市長 梅  田  善  久  

１ 都市計画の種類  

  大和都市計画生産緑地地区  

２ 都市計画を定める土地の区域  

  香芝市狐井の一部  

３ 縦覧場所  

  香芝市役所 都市整備部 都市計画課  
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香芝市告示第３４号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年３月１７日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年３月１７日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第３５号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年３月１９日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年３月１９日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第３６号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年３月２４日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年３月２４日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第３７号  

 

次のとおり所有者不明の犬を抑留した旨奈良県狂犬病予防員から通知があった 

ので、狂犬病予防法 (昭和２５年法律第２４７号) 第６条第８項の規定により告示

する。  

 

 平成２１年３月２５日  

 

       香芝市長  梅 田  善 久 

 

１ 保護日時     平成２１年３月２５日 １２時 

 

２ 保護場所     香芝市鎌田 

 

３ 特 徴 等     種         類   雑種 

性         別   雄 

推  定  年  令   成犬 

毛          色   茶色 

体          格   中型 

そ の 他 特 徴      青色布製首輪、左後肢負傷 

         



 
57

香芝市告示第３８号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年３月２６日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年３月２６日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第３９号  

 

次のとおり所有者不明の犬を抑留した旨奈良県狂犬病予防員から通知があった 

ので、狂犬病予防法 (昭和２５年法律第２４７号) 第６条第８項の規定により告示

する。  

 

 平成２１年３月２７日  

 

     香芝市長  梅 田 善 久 

 

１、捕獲日時     平成２１年３月２６日  １６時 

 

２、捕獲場所     香芝市真美ヶ丘３丁目 

 

３、特徴等      種         類   雑種 

性         別   雄 

推  定  年  齢   老犬 

毛          色   茶・黒 

体          格   中型 

そ の 他 特 徴      薄茶革製首輪、白内障、右眼角膜炎 
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香芝市告示第４０号 
 地方税法（昭和２５年法律第２２6号）第４１０条第 1項に基づき固定資産の価格
等を決定したので、同法第４１１条第２項の規定により、固定資産課税台帳に登録し

た旨を公示します。 
  平成２１年 3月３０日 
 

香芝市長  梅 田 善 久 
 
 



香芝市告示第 ４１ 号

べき者から交付の申し出があればいつでも交付します。

　　　平 ２１年 ３ 月 ３１ 日

第４期分　送達を受けるべき者　　　　　　　　略

第５期分　送達を受けるべき者　　　　　　　　略

第６期分　送達を受けるべき者　　　　　　　　略

第７期分　送達を受けるべき者　　　　　　　　略

（注）地方税法第２０条の２の規定により公示送達をした日から起算して７日を経過したと
　　　きに書類の送達があったものとみなす。

                                                                       　香芝市長　　梅　田　善　久

　平成２０年度国民健康保険料第 ４ ・５・６・７期分督促状を郵送すべきところ、その送達
を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので国民健康保険法第
７８条及び地方税法第２０条の２の規定により公示送達します。
　 なお、この公示送達に係る関係書類は、当市保険年金課で保管し、送達を受ける
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香芝市告示第４２号 

  

 地方自治法第２３１条の３第１項の規定により、平成２０年度介護保険料の

督促状を郵送すべきところ、その送達を受けるべき者の所在等が不明のため送

達することができないので、地方税法第２０条の２第２項の規定により次のと

おり公示送達します。この公示送達に係る関係書類は当市介護福祉課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付します。 

 また、地方税法第２０条の２第３項の規定により掲示を始めた日から起算し

て７日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。 

 

 平成２１年３月３１日 

 

香芝市長 梅 田 善 久     

 

 

送達を受けるべき者        略 

 



 

 
62

香芝市告示第４３号 

  

 地方自治法第２３１条の規定により、平成２０年度介護保険料納入通知書（変

更通知書）を郵送すべきところ、その送達を受けるべき者の所在等が不明のた

め送達することができないので、地方税法第２０条の２第２項の規定により次

のとおり公示送達します。この公示送達に係る関係書類は当市介護福祉課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付します。 

 また、地方税法第２０条の２第３項の規定により掲示を始めた日から起算し

て７日を経過したときに書類の送達があったものとみなします。 

 

 平成２１年３月３１日 

 

香芝市長 梅 田 善 久     

 

 

送達を受けるべき者        略 
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香芝市選挙管理委員会告示第３号 

 

 

 平成２１年３月２日現在における地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の

合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有

する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。 

 

 

   平成２１年３月２日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

３分の１の数     １９，０１３人 

６分の１の数      ９，５０７人 

５０分の１の数     １, １４１人 
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香芝市選挙管理委員会告示第４号 

 

 

 公職選挙法施行令第１７条ただし書の規定により、選挙人名簿に登載されている

者の登録の移替えを次の期間延期する。 

 

 

   平成２１年３月２日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 

登録の移替えを延期する期間   平成２１年３月２日から選挙の期日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65

香芝市選挙管理委員会告示第５号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行予定の香芝市議会議員一般選挙におけるポスター掲示

場を設置する場所を別紙のとおり定める。 

 

 

   平成２１年３月２日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 



平成２１年３月２９日執行予定　　香芝市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置場所

香芝市選挙管理委員会

表　略
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香芝市選挙管理委員会告示第６号 

 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１

項の規定により、平成２１年３月２１日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及

び生年月日を記載した書面を、次の日時及び場所で縦覧に供する。 

 

 

 

   平成２１年３月１８日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 

縦覧日時   平成２１年３月２２日(日) 

              （午前８時３０分から午後５時まで） 

    縦覧場所   香芝市役所 ４階 香芝市選挙管理委員会事務局 
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香芝市選挙管理委員会告示第７号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行予定の香芝市議会議員一般選挙における投票記載所の

氏名等の掲示順序のくじを次の日時及び場所により行う。 

 

 

   平成２１年３月１８日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 

日    時  平成２１年３月２２日(日) 午後５時１０分  

      場    所  香芝市役所 ４階 行政委員会室 
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香芝市選挙管理委員会告示第８号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行予定の香芝市議会議員一般選挙における選挙公報の掲

載順序のくじを次の日時及び場所により行う。 

 

 

   平成２１年３月１８日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 

日    時  平成２１年３月２２日(日) 午後５時３０分  

      場    所  香芝市役所 ４階 行政委員会室 
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香芝市選挙管理委員会告示第９号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行予定の香芝市議会議員一般選挙における選挙長及び選

挙長職務代理者を次のとおり選任した。 

 

 

   平成２１年３月１８日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 選   挙   長   植 村 忠 昭  住所 略 

 選挙長職務代理者   内 芝 司 郎  住所 略 
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香芝市選挙管理委員会告示第１０号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行予定の香芝市議会議員一般選挙の開票事務は、選挙会

の事務に合わせて行う。 

 

 

   平成２１年３月１８日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 
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香芝市選挙管理委員会告示第１１号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行予定の香芝市議会議員一般選挙において開票の事務を

合わせて行なう選挙会の日時及び場所は、次のとおりとする。 

 

 

   平成２１年３月１８日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 

日    時  平成２１年３月２９日(日) 午後９時１０分  

      場    所  香芝市総合体育館 

（香芝市本町１４３７番地） 
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香芝市選挙管理委員会告示第１２号 

 

 

 平成２１年３月２１日現在における地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の

合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有

する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。 

 

 

   平成２１年３月２１日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

３分の１の数     １９，０４８人 

６分の１の数      ９，５２４人 

５０分の１の数     １, １４３人 
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香芝市選挙管理委員会告示第１３号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行予定の香芝市議会議員一般選挙における選挙運動に関

する支出金額の制限額は、候補者１人につき次のとおりである。 

 

 

   平成２１年３月２１日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

金３,７９０,５００円 
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香芝市選挙管理委員会告示第１４号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙における、期日前投票所を

次の場所に設ける。 

 

 

   平成２１年３月２１日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 

期日前投票所  香芝市役所 ２階 大会議室 

              （香芝市本町１３９７番地） 
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香芝市選挙管理委員会告示第１５号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙における期日前投票所の投

票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

 

   平成２１年３月２１日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 



住 所 氏 名 住 所 氏 名

3月23日 略 植 村 忠 昭 略 井 上 雅 祥

3月24日 略 植 村 忠 昭 略 井 上 雅 祥

3月25日 略 植 村 忠 昭 略 井 上 雅 祥

3月26日 略 髙 井 茂 充 略 井 上 雅 祥

3月27日 略 植 村 忠 昭 略 井 上 雅 祥

3月28日 略 植 村 忠 昭 略 井 上 雅 祥

職務を行
うべき日

期 日 前 投 票 管 理 者 期 日 前 投 票 管 理 者 職 務 代 理 者
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香芝市選挙管理委員会告示第１６号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙における投票所を別紙の場

所に設ける。 

 

 

   平成２１年３月２１日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 



投票区名

第１投票区 香芝市下田西二丁目１番１２号 香 芝 市 保 健 セ ン タ ー

第２投票区 香芝市下田東四丁目１番６号 （ 旧 ） 下 田 公 民 館

第３投票区 香芝市逢坂三丁目３３０番地の１ ( 新 ） 逢 坂 公 民 館

第４投票区 香芝市狐井２４０番地の１ 狐 井 公 民 館

第５投票区 香芝市北今市三丁目１８９番地の３ 北 今 市 公 民 館

第６投票区 香芝市真美ケ丘五丁目４番２０号 真美ヶ丘西小学校体育館

第７投票区 香芝市五位堂四丁目２５７番地の１ 五 位 堂 公 民 館

第８投票区 香芝市良福寺７８１番地の１ 良 福 寺 集 会 所

第９投票区 香芝市鎌田６８３番地 鎌 田 公 民 館

第１０投票区 香芝市別所９６９番地 別 所 公 民 館

第１１投票区 香芝市瓦口１７２番地の１ 瓦 口 公 民 館

第１２投票区 香芝市磯壁五丁目１３番３号 磯 壁 公 民 館

第１３投票区 香芝市畑七丁目１番３号 畑 公 民 館

第１４投票区 香芝市穴虫１３６０番地の１ （ 新 ） 穴 虫 西 公 民 館

第１５投票区 香芝市穴虫１１８１番地の１ 穴 虫 二 上 公 民 館

第１６投票区 香芝市関屋４２４番地の１ ( 新 ） 関 屋 公 民 館

第１７投票区 香芝市田尻３５８番地 宝 林 寺

第１８投票区 香芝市上中７３１番地の１ 上 中 南 集 会 所

第１９投票区 香芝市今泉２８２番地の１ 下 寺 公 民 館

第２０投票区 香芝市良福寺２１５番地の３６ 東 良 福 寺 公 民 館

第２１投票区 香芝市関屋北三丁目９番１３号 関屋近鉄住宅地自治会集会所

第２２投票区 香芝市関屋北六丁目６番１７号 せ き や 青 葉 台 会 館

第２３投票区 香芝市西真美一丁目６番地の２ 西 真 美 自 治 会 館

第２４投票区 香芝市真美ヶ丘三丁目２番７０号 真美ヶ丘東小学校体育館

第２５投票区 香芝市旭ヶ丘三丁目１番地３ 旭 ヶ 丘 小 学 校 体 育 館

第２６投票区 香芝市高山台二丁目１０番地の４ 高 山 台 集 会 所

投　票　所　の　場　所
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香芝市選挙管理委員会告示第１７号 

 

 

 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙における各投票区の投票管

理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

 

   平成２１年３月２１日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 



住 所 氏 名 住 所 氏 名

第１投票区 略 松本　一夫 略 松崎　三十鈴

第２投票区 略 阪口　允男 略 木村　逸裕

第３投票区 略 樽井　伸晃 略 秋山　優

第４投票区 略 田中　修 略 岡本　徳志

第５投票区 略 藤山　請一 略 仲　哲司

第６投票区 略 小坂田　亮二 略 奥田　恵士

第７投票区 略 辻　伸公 略 村中　義男

第８投票区 略 藤田　正博 略 西城　和哉

第９投票区 略 鎌田　弓男 略 藤井　均

第１０投票区 略 黒川　一夫 略 釜田　秀則

第１１投票区 略 秋山　甚佐久 略 植田　永一

第１２投票区 略 田中　義章 略 髙谷　忠伸

第１３投票区 略 髙垣　正信 略 里井　基二

第１４投票区 略 下川　宣 略 舩木　敬弘

第１５投票区 略 岡本　良治 略 福井　謙友

第１６投票区 略 石阪　又信 略 山田　惠三

第１７投票区 略 小西　重利 略 山下　友之

第１８投票区 略 吉川　修平 略 田中　秀紀

第１９投票区 略 小林　英子 略 窪田　昌文

第２０投票区 略 吉内　民生 略 鵲　正幸

第２１投票区 略 前田　憲一郎 略 元田　博丈

第２２投票区 略 大島　久美子 略 葛木　博

第２３投票区 略 西川　由広 略 平岡　哲忠

第２４投票区 略 吉尾　弘 略 石田　一男

第２５投票区 略 出口　太二 略 鵲　裕美

第２６投票区 略 中村　匡 略 辻　佳信

投票区名
投 票 管 理 者 投 票 管 理 者 職 務 代 理 者
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香芝市選挙管理委員会告示第１８号 

 

 

 香芝市議会議員一般選挙を次のように執行する。 

 

 

   平成２１年３月２２日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 

 

 

 

１ 選挙の期日     平成２１年３月２９日 

        ２ 選挙すべき議員数  １８人     
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香芝市選挙管理委員会告示第１９号 
 
 
 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙において当選した者の

住所及び氏名は別紙のとおりである。 

 
 
      平成２１年３月２９日 
 
 
                                         香芝市選挙管理委員会 

                                            委員長 植 村  忠 昭 

 



（ ふ り が な ）

候 補 者 氏 名

中村　良路
な か む ら よ し み ち

略

長谷川　翠
は せ が わ み ど り

略

小西
こ に し

　高吉
たかよ し

略

中山　武彦
な か や ま た け ひ こ

略

関　義秀
せ き よ し ひ で

略

川田　裕
か わ た ひ ろ し

略

河杉　博之
か わ す ぎ ひ ろ ゆ き

略

黒松　康至
く ろ ま つ や す よ し

略

池田
い け だ

　英子
え い こ

略

森井　常夫
も り い つ ね お

略

池
いけ

原
は ら

　道生
み ち お

略

下田　昭
し も だ あ き ら

略

北川　重信
き た が わ し げ の ぶ

略

奥山　隆俊
お く や ま た か と し

略

芦
あしたか

髙　省
せい

五
ご

略

橋本　元秀
は し も と も と ひ で

略

細井　宏純
ほ そ い ひ ろ す み

略

堀川
ほりかわ

　和行
かずゆき

略

 平成２１年３月２９日執行　香芝市議会議一般選挙　当選人名簿　

住 所
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香芝市選挙管理委員会告示第２０号 

 

 

 平成２１年３月３１日現在における農業委員会に関する法律（昭和２６年法律第

８８号）第１４条第１項の規定による香芝市農業委員会の委員の選挙権を有する者

の２分の１の数は、８３６人である。 

 

 

   平成２１年３月３１日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 植 村 忠 昭 
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香芝市議会議員一般選挙選挙長告示第１号 
 
 
 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙における選挙長の公印

を次のとおり定め、平成２１年３月２２日から使用する。 

 
 
 
 
 

 
 
 
                    平成２１年３月２２日 
 
                    香芝市議会議員一般選挙 

                                        選挙長   植 村  忠 昭  

 
 
 
                               使用する印 略 
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香芝市議会議員一般選挙選挙長告示第２号 
 
  

平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙における選挙長の執務

する場所は次のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
                     平成２１年３月２２日 
 
                     香芝市議会議員一般選挙 

                                          選挙長   植 村  忠 昭 

 
 
平成２１年３月２２日    香芝市本町１３９７番地 

                        香芝市役所 会議室棟 第１会議室～第３会議室 

平成２１年３月２２日以後 香芝市本町１３９７番地 

             香芝市役所 ４階 選挙管理委員会事務局 
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香芝市議会議員一般選挙選挙長告示第３号 
 
 
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７６号において準用する同法第

６２条第２項及び第４項の規定により平成２１年３月２９日執行の香芝市議会

議員一般選挙における選挙立会人となるべき者につきくじを行う日時及び場所

は、次のとおりとする。 

 
 
 
 
 

平成２１年３月２２日 
 
                     香芝市議会議員一般選挙 

                                          選挙長 植 村  忠 昭 

 
 
 
    日  時  平成２１年３月２６日(木) 午後５時１０分 

    場   所    香芝市本町１３９７番地    香芝市役所 ４階 行政委員会室 
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香芝市議会議員一般選挙選挙長告示第４号 
 
 
 平成２１年３月２９日執行の香芝市議会議員一般選挙において、候補者とし

て届出のあった者は、別紙のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    平成２１年３月２２日 
 
                    香芝市議会議員一般選挙 

                                        選挙長 植 村  忠 昭 
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別紙 略 
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香芝市監査委員告示第 ７ 号 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９条第４項の規定

により執行した監査の結果について、同条第９項の規定に基づき次のとおり公表します。 
 
 
平成２１年 ３ 月 ６ 日 
 
 

香芝市監査委員  近  藤  洋 

香芝市監査委員   角  田  博  文 

 
 

 

１ 対  象  産業建設部及び教育委員会事務局 
 

２ 執  行  平成２１年１月３１日 

 

３ 方  法  財務に関する事務の執行状況について、提出された資料を検討し関係諸帳

簿との照合及び内容を審査したほか、関係職員の説明を聴取する方法で実

施した。 

 

４ 結  果  財務に関する事務及び事業の執行については、概ね妥当に処理されてい

ると認められた。 

 

５ 意  見 ＜産業建設部＞ 

補助金支出については、法第２３２条の２において公益上必要がある場

合と規定されているところ、その認定等については客観的に説明を行う責

任が常に生じているとの認識で事務に当られたい。 

       

 ＜教育委員会＞ 

        教育委員会の管理下にある教育機関の市立学校が行う事業に要する経

費については、法第２１６条、法施行令第１４７条及び法施行規則第１

５条の規定に基づき、適正な歳出予算科目区分により執行されたい。 
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香芝市監査委員告示第 ８ 号 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、監査の

結果に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 
 
平成２１年３月２３日 
 

香芝市監査委員  近 藤   洋 

香芝市監査委員   角  田  博  文 

 
 

《監査結果に対する措置等通知文》 
 
                           香 人 第 １１０ 号 

平成２１年３月１７日 
 

香芝市監査委員 近藤  洋  様 
香芝市監査委員 角田 博文 様 
 
 
                      香芝市長 梅 田 善 久 
 
 

定期監査の結果意見に関する措置状況について 
 
 

 平成２０年１１月６日付け香監委第２４号により定期監査の結果に関する意見に

ついて、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、措置を講じた状況を下記の

とおり通知します。 
 

記 
 

〔定期監査意見〕 
所管団体･委員等に係る市外への同行・随行については、その業務等の内容から

公務（出張）か、否かの判断に係る基準を明確にし、各々適正に対処されたい。 
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〔措置状況〕 
○公務出張判断基準 
 １ 法令等に明記された委員会等が実施・参加する会議、研修等に係る長等との随

行出張については、任命権者の出張命令（旅行命令 香芝市の一般職の職員の旅

費支給条例第４条（以下「旅費条例」という。））により公務出張扱いとする。 
２ 法令等に明記された委員会等の会長等で組織する団体からの出席依頼のある

会議、研修等に係る長等との随行出張については、任命権者の出張命令（旅行命

令 旅費条例）により公務出張扱いとする。 
３ 法令等に明記のない団体等からの出席依頼のある会議、研修等に参加する職員

については、任命権者の出張命令（旅行命令 旅費条例）がある場合、公務出張

扱いとする。また、会議後の懇親会(※注 1)への出席については、事前に予定され

ていて、職務命令により出席する場合にあっては、趣旨、内容及び所要時間など

から判断し、職務に付随するものとして認める。 
（※注１）：公務災害の取り扱い 

任意団体が実施する研修等への参加について、その公務遂行性について考察が必要である

が、「判断例」として、公務災害の認定事例からでは、懇親会は通常飲食を伴い、親睦を図る

ための私的行為であると考えられるが、所属長からの命を受け、公務である会議等の終了後

に開催される懇親会への出席については、その親睦会が会議等とともに計画され、かつ、そ

の親睦会の趣旨、内容、所要時間及び費用負担等の状況からみて、公務との密接な関連性が

失われない程度のものであれば、職務に付随する行為として認められる。 

○取り扱い 
いずれの場合においても、出張目的、内容及び所要時間が明記された文書（出

席依頼）により判断し、任命権者の出張命令を基準とする。 
なお、任命権者の出張命令（旅行命令 旅費条例）によらない場合については、

公務外とする。 
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香芝市教育委員会告示第１号 

平成２０年度の香芝市指定文化財について、香芝市文化財保護条例（平成５年条例第３号） 

第５条第１項の規定により、次の物件を指定する。 

平成２１年３月１９日 

香芝市教育委員会委員長 船木 克容 

香芝市指定第３０号  二上層群原川累層（香芝累層）産出植物化石 

（１）種 別 天然記念物 

（２）名 称 二上層群原川累層（香芝累層）産出植物化石 

（３）所在地 奈良県香芝市藤山１丁目１７番１７号 香芝市二上山博物館 

（４）所有者の名称 香芝市教育委員会 

香芝市指定第３１号  五位堂鋳物師関係資料 喚鐘 

 （１）種 別 有形文化財（工芸品） 

 （２）名 称 喚鐘 

 （３）所在地 奈良県香芝市鎌田６８１番地 西方寺 
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香 芝 市 農 業 委 員 会 会 議 規 則 告 示 第 ４ 号  

 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ６ 日  

 

                          香 芝 市 農 業 委 員 会  

           会  長  吉  村  増  雄  

 

 

平 成 ２ １ 年 第 ４ 回 香 芝 市 農 業 委 員 会 総 会 を 下 記 の

と お り 招 集 す る 。  

 

 

記  

 

 

 1  期  日  平 成 ２ １ 年 ４ 月 ２ 日  午 後 １ 時 ３ ０ 分  

 

 2  場  所  香 芝 市 役 所  ３ 階  第 １ 会 議 室  

  

3  案  件  （ １ ） 別 紙 議 案 の と お り  

（ ２ ） そ の 他  
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香芝市公告  

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の規定に基づいて買取申出

のあった生産緑地について、同法第１３条の規定に基づき取得を希望される方

へのあっせんを行っています。  

取得を希望される方は申出して下さい。  
平成２１年 ３月 ２日  

香芝市長 梅  田  善  久  

 

１ あっせんする土地  

生産緑地の区域   買取申出日  

香芝市穴虫１４５番１  平成２１年   ２月   ９日  

香芝市穴虫１４６番  平成２１年   ２月   ９日  

香芝市穴虫１５６番  平成２１年   ２月   ９日  

香芝市穴虫１５７番  平成２１年   ２月   ９日  

香芝市田尻６４０番１  平成２１年   ２月   ９日  

香芝市田尻６４１番  平成２１年   ２月   ９日   

香芝市田尻６４２番  平成２１年   ２月   ９日   

香芝市田尻６４６番  平成２１年   ２月   ９日  

香芝市田尻６４７番  平成２１年   ２月   ９日  

香芝市田尻６４８番  平成２１年   ２月   ９日  
 

２ 申出場所  

  香芝市役所 都市整備部 都市計画課  

  TEL ０７４５－７６－２００１（内線２０４）  

３ その他の事項  

・ 買取申出の日から３箇月以内に所有権の移転が必要です。  

・  農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地を取得できる方に限

ります。  
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香 芝 市 公 告  

平 成 ２１年 ３月 第 １回 （定 例 ）香 芝 市 議 会 において可 決 された平 成 ２０年 度

香 芝 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （第 ５号 ）、香 芝 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正

予 算 （第 ２号 ）、香 芝 市 老 人 保 健 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 ３号 ）、香 芝 市 後 期

高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 １号 ）、香 芝 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正

予 算 （第 ２号 ）、香 芝 市 下 水 道 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 １号 ）、香 芝 市 土 地 取

得 会 計 特 別 会 計 補 正 予 算 （第 １号 ）、香 芝 市 財 産 区 財 産 特 別 会 計 補 正 予

算 （第 ２号 ）の要 領 は次 のとおりである。  

 

 平 成 ２１年 ３月 １８日     

  香 芝 市 長  梅  田  善  久  



平 成 20 年 度　香芝市一般会計補正予算（第５号）



平成２０年度香芝市一般会計補正予算（第５号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５０，２５２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２２，４２８，３２７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第２表 繰越明許費」

による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 市 税 ８，９２０，７７５ △８５，８５０ ８，８３４，９２５

1. 市 民 税 ４，８７５，６００ △８９，８５０ ４，７８５，７５０

4. 市 た ば こ 税 ３０２，０００ ４，０００ ３０６，０００

2. 地 方 譲 与 税 １９８，５００ ４，４００ ２０２，９００

1. 自 動 車 重量譲与税 １４８，４００ ６，１００ １５４，５００

2. 地 方 道 路 譲 与 税 ５０，１００ △１，７００ ４８，４００

3. 利 子 割 交 付 金 ６７，０００ △８，０００ ５９，０００

1. 利 子 割 交 付 金 ６７，０００ △８，０００ ５９，０００

4. 配 当 割 交 付 金 ９１，６００ △５３，６００ ３８，０００

1. 配 当 割 交 付 金 ９１，６００ △５３，６００ ３８，０００

5. 株 式 等 譲 渡 所 ５６，１００ △４３，１００ １３，０００

得 割 交 付 金 1. 株 式 等 譲 渡 所 ５６，１００ △４３，１００ １３，０００

得 割 交 付 金

6. 地 方 消 費税交付金 ４１１，０００ １４，０００ ４２５，０００

1. 地 方 消 費税交付金 ４１１，０００ １４，０００ ４２５，０００

8. 地 方 特 例 交 付 金 １４３，８００ ５０，０７２ １９３，８７２

1. 地 方 特 例 交 付 金 １１１，８００ ４６，４３９ １５８，２３９

2. 特 別 交 付 金 ３２，０００ △１１２ ３１，８８８

3. 地 方 税 等 減 収 補 －　　　　　 ３，７４５ ３，７４５

て ん 臨 時 交 付 金



(単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

9. 地 方 交 付 税 ３，５４０，０００ △８５，８３２ ３，４５４，１６８

1. 地 方 交 付 税 ３，５４０，０００ △８５，８３２ ３，４５４，１６８

11. 分 担 金 及び負担金 ４４５，４８０ １３，３５８ ４５８，８３８

1. 負 担 金 ４４５，４８０ １３，３５８ ４５８，８３８

12. 使 用 料 及び手数料 ３３３，９４９ △５，６０６ ３２８，３４３

1. 使 用 料 ２８１，２４９ △１，０８６ ２８０，１６３

2. 手 数 料 ２８，９００ △１，１２０ ２７，７８０

3. 証 紙 収 入 ２３，８００ △３，４００ ２０，４００

13. 国 庫 支 出 金 １，５３０，１９２ １０７，９０３ １，６３８，０９５

1. 国 庫 負 担 金 １，０４０，１７２ ２６，５６９ １，０６６，７４１

2. 国 庫 補 助 金 ４７４，１６０ ８１，３３４ ５５５，４９４

14. 県 支 出 金 ９４７，１３６ ２８，１５９ ９７５，２９５

1. 県 負 担 金 ５６８，２６７ １９，５７４ ５８７，８４１

2. 県 補 助 金 ２０７，５１０ ９，５５７ ２１７，０６７

3. 委 託 金 １７１，３５９ △９７２ １７０，３８７

15. 財 産 収 入 ３２８，１５２ △１２７，５９４ ２００，５５８

1. 財 産 運 用 収 入 ８，１５２ ２５６ ８，４０８

2. 財 産 売 払 収 入 ３２０，０００ △１２７，８５０ １９２，１５０

16. 寄 附 金 １，０００ １，３５３ ２，３５３

1. 寄 附 金 １，０００ １，３５３ ２，３５３

17. 繰 入 金 ３３９，９２６ ９４，５１０ ４３４，４３６

1. 基 金 繰 入 金 ２９０，６７２ ９４，５１０ ３８５，１８２



(単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

18. 繰 越 金 ５０，０００ △３，９９２ ４６，００８

1. 繰 越 金 ５０，０００ △３，９９２ ４６，００８

19. 諸 収 入 ４６５，８６９ １３，６６７ ４７９，５３６

2. 市 預 金 利 子 １，５００ ５１ １，５５１

4. 受 託 事 業 収 入 ９，４４０ △１，８６９ ７，５７１

5. 雑 入 ４５０，１２９ １５，４８５ ４６５，６１４

20. 市 債 ４，４８６，１００ ３５，９００ ４，５２２，０００

1. 市 債 ４，４８６，１００ ３５，９００ ４，５２２，０００

歳      入      合      計 ２２，４７８，５７９ △５０，２５２ ２２，４２８，３２７



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 議 会 費 ２５７，４８２ △７６５ ２５６，７１７

1. 議 会 費 ２４５，５３２ △７１５ ２４４，８１７

2. 研 究 研 修 費 １１，９５０ △５０ １１，９００

2. 総 務 費 ２，５７０，８８６ ２２２，３４２ ２，７９３，２２８

1. 総 務 管 理 費 １，９０５，７６６ ２０８，８９０ ２，１１４，６５６

2. 徴 税 費 ３６８，２６９ ２４，１６０ ３９２，４２９

3. 戸籍住民基本台帳費 １４２，５４８ △５８６ １４１，９６２

4. 人 権 啓 発 費 １８，６３０ △２７６ １８，３５４

5. 選 挙 費 １００，８４２ △８，９９３ ９１，８４９

6. 統 計 調 査 費 １４，６７７ △８５３ １３，８２４

3. 民 生 費 ５，３３２，９７５ △８，４３２ ５，３２４，５４３

1. 社 会 福 祉 費 ２，５０５，４５８ △１２，２３７ ２，４９３，２２１

2. 児 童 福 祉 費 ２，４４１，０５５ １，６９７ ２，４４２，７５２

3. 生 活 保 護 費 ３８６，４６２ ２，１０８ ３８８，５７０

4. 衛 生 費 １，６４２，０２３ △５８，０１１ １，５８４，０１２

1. 保 健 衛 生 費 ３６４，９７１ △２，４６２ ３６２，５０９

2. 清 掃 費 １，２７７，０５２ △５５，５４９ １，２２１，５０３

5. 農 林 商 工 費 ２３１，９７２ △１７，５３１ ２１４，４４１

1. 農 業 費 １７６，０１６ △１６，３５５ １５９，６６１

3. 商 工 費 ５５，３４４ △１，１７６ ５４，１６８

6. 土 木 費 ２，５１９，９６３ △１１９，２０５ ２，４００，７５８

1. 土 木 管 理 費 ８４，５３３ △７，５１８ ７７，０１５



(単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

2. 道 路 橋 梁 費 ３４９，７０７ △２０，７６９ ３２８，９３８

3. 河 川 費 ６６，３２０ △４，１６１ ６２，１５９

4. 都 市 計 画 費 １，９９７，３５２ △７８，２４７ １，９１９，１０５

5. 住 宅 費 ２２，０５１ △８，５１０ １３，５４１

7. 消 防 費 ７９９，５０７ △１９，６７１ ７７９，８３６

1. 消 防 費 ７９９，５０７ △１９，６７１ ７７９，８３６

8. 教 育 費 ４，７４６，７５１ △３６，１２１ ４，７１０，６３０

1. 教 育 総 務 費 １９５，６２０ △７，６７５ １８７，９４５

2. 小 学 校 費 ８４６，８４７ △９，２９３ ８３７，５５４

3. 中 学 校 費 ６４１，８６１ △５，６０２ ６３６，２５９

4. 幼 稚 園 費 ３９４，８８９ △１，７４７ ３９３，１４２

5. 社 会 教 育 費 ３２８，２０５ △６，０３１ ３２２，１７４

6. 保 健 体 育 費 ２，３３９，３２９ △５，７７３ ２，３３３，５５６

9. 公 債 費 ４，３２２，０２０ △２５，０００ ４，２９７，０２０

1. 公 債 費 ４，３２２，０２０ △２５，０００ ４，２９７，０２０

10. 諸 支 出 金 ５，０００ １２，１４２ １７，１４２

1. 諸 費 ５，０００ １２，１４２ １７，１４２

歳      出      合      計 ２２，４７８，５７９ △５０，２５２ ２２，４２８，３２７



第２表

（単位 千円）

事 業 名

６. 土 木 費 ２. 道路橋梁費 ３. 道 路 新 設 改 良 費 葛 下 川 改 修 事 業 １２,７００

４. 都市計画費 ３. 下田地区整備事業費 ま ち づ く り 交 付 金 事 業

（ 下 田 地 区 ）

５. 五位堂駅前北第二

土地区画整理事業費

７. 街 路 事 業 費 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３ ・ １

中 和 幹 線 街 路 事 業 （ 逢 坂 ）

ま ち づ く り 交 付 金 事 業

（ 平 野 今 泉 地 区 ）

都 市 計 画 道 路 ３ ・ ５ ・ ７ ４ ７

志 都 美 駅 前 線 街 路 事 業

９. ス ポ ー ツ 公 園 費 ス ポ ー ツ 公 園 事 業 ２１,０１０

　　　繰　　　越　　　明　　　許　　　費

金 額

３７,０００

款 項 目

７５,０００

９,０００

五位堂駅前北第二土地区画整理事業

９５,３００

２,１５０



第３表

１  追    加

起 債 の
方 法

普通貸借 　5.0％ 以内（ただし、利   政府資金についてはその融資条件により、銀行そ

又    は 率見直し方式で借り入れる の他の場合にはその債権者と協定するものとする。

住民税等減収補てん 75,600 証券発行 政府資金及び地方公営企業 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限

等金融機構資金について、 を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えする

利率の見直しを行った後に ことができる。

おいては、当該見直し後の

利率）

２  変    更

起 債 の 起 債 の 償 還 の
方 法 方 法 方    法

退 職 手 当 支 給 45,000 普通貸借  5.0％ 以内   政府資金については 224,100 補正前に 補正前に 補正前に

地 方 公 営 企 業 等 又    は （ただし、利 その融資条件により、 同    じ 同    じ 同    じ

金 融 機 構 出 資 事 業 証券発行 率見直し方式 銀行その他の場合には

文 化 施 設 整 備 事 業 20,000 で借り入れる その債権者と協定する 11,000

大 阪 湾 広 域 臨 海 政府資金及び ものとする。ただし、

環 境 整 備 事 業 地方公営企業 市財政の都合により据

清掃運搬施設整備事業 10,900 等金融機構資 置期間及び償還期限を 9,300

臨 時 地方道整備事業 56,200 金について、 短縮し、又は繰上償還 43,000

臨 時 河川等整備事業 36,000 利率の見直し 若しくは低利に借換え 21,000

街 路 整 備 事 業 42,000 を行った後に することができる。 25,500

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

限 度 額
起 債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

4,3003,800

14,200 12,900

（単位 千円）

地 方 債 補 正

（単位 千円）

利 率利 率 償 還 の 方 法 限 度 額



起 債 の 起 債 の 償 還 の
方 法 方 法 方    法

ま ち づ く り 事 業 372,800 おいては、当 305,800

志 都 美 小 学 校 該見直し後の

大 規 模 改 造 事 業 利率）

尼寺廃寺跡整備事業 9,100 7,300

臨 時 財 政 対 策 600,000 599,300

借 換 事 業 544,000 455,400

真 美 ケ 丘 東 学 童
保 育 所 整 備 事 業

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額

10,600 9,900

59,200

利 率

63,100



１．歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 個 人 4,497,000 △64,700 4,432,300 1. 現 年 課 税 分 △64,700 均等割                               300

所得割                          △65,000

2. 法 人 378,600 △25,150 353,450 1. 現 年 課 税 分 △25,150 均等割                           △6,300

法人税割                        △18,850

計 4,875,600 △89,850 4,785,750

(項) 4. 市たばこ税

1. 市 た ば こ 税 302,000 4,000 306,000 1. 現 年 課 税 分 4,000 市たばこ税

計 302,000 4,000 306,000

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 自動車重量譲与税

1. 自 動 車 重量譲与税 148,400 6,100 154,500 1. 自 動 車 重量譲与税 6,100 自動車重量譲与税

計 148,400 6,100 154,500

(項) 2. 地方道路譲与税

1. 地 方 道 路 譲 与 税 50,100 △1,700 48,400 1. 地 方 道 路 譲 与 税 △1,700 地方道路譲与税

計 50,100 △1,700 48,400

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 利 子 割 交 付 金 67,000 △8,000 59,000 1. 利 子 割 交 付 金 △8,000 利子割交付金

計 67,000 △8,000 59,000

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配 当 割 交 付 金 91,600 △53,600 38,000 1. 配 当 割 交 付 金 △53,600 配当割交付金

計 91,600 △53,600 38,000

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株 式 等 譲 渡 所 56,100 △43,100 13,000 1. 株 式 等 譲 渡 所 △43,100 株式等譲渡所得割交付金

得 割 交 付 金 得 割 交 付 金

計 56,100 △43,100 13,000

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地 方 消 費税交付金 411,000 14,000 425,000 1. 地 方 消 費税交付金 14,000 地方消費税交付金

計 411,000 14,000 425,000

(款) 8. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地 方 特 例 交 付 金 111,800 46,439 158,239 1. 地 方 特 例 交 付 金 46,439 児童手当特例交付金                 1,931

減収補てん特例交付金              44,508

説         明目 補正前予算額補正予算額 計



(単位 千円)

節

区     分 金   額

計 111,800 46,439 158,239

(項) 2. 特別交付金

1. 特 別 交 付 金 32,000 △112 31,888 1. 特 別 交 付 金 △112 特別交付金

計 32,000 △112 31,888

(項) 3. 地方税等減収補てん臨時交付金

1. 地 方 税 等 減 収 補 － 3,745 3,745 1. 地 方 税 等 減 収 補 3,745 自動車取得税減収補てん臨時交付金   2,940

て ん 臨 時 交 付 金 て ん 臨 時 交 付 金 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金   805

計 － 3,745 3,745

(款) 9. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地 方 交 付 税 3,540,000 △85,832 3,454,168 1. 地 方 交 付 税 △85,832 普通交付税

計 3,540,000 △85,832 3,454,168

(款) 11. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民 生 費 負 担 金 390,480 13,358 403,838 2. 老 人 福 祉費負担金 △549 養護老人ホーム入所負担金

3. 児 童 福 祉費負担金 15,115 児童福祉法第５６条負担金          15,200

助産施設入所負担金                  △72

母子生活支援施設入所負担金          △13

4. 学 童 保 育費負担金 △1,208 学童保育保育料

計 445,480 13,358 458,838

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(款) 12. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料 (単位 千円)

節

区     分 金   額

2. 民 生 使 用 料 30,000 △2,300 27,700 1. 総 合 福 祉 セ ン △2,300 総合福祉センタ－使用料

タ － 使 用 料

4. 土 木 使 用 料 91,684 2,503 94,187 1. 道 路 橋 梁 使 用 料 2,503 道路占用料等

5. 教 育 使 用 料 74,265 △1,289 72,976 1. 幼 稚 園 教育使用料 △1,309 幼稚園入園料及び保育料

2. 社 会 教 育 使 用 料 20 公民館使用料                         400

博物館観覧料                       △380

計 281,249 △1,086 280,163

(項) 2. 手数料

1. 総 務 手 数 料 26,647 △1,052 25,595 1. 総 務 手 数 料 △1,052 戸籍手数料                         △302

住民基本台帳手数料                 △450

各種証明手数料等                   △300

2. 衛 生 手 数 料 2,253 △68 2,185 1. 保 健 衛 生 手 数 料 △68 犬の登録事務取扱手数料

計 28,900 △1,120 27,780

(項) 3. 証紙収入

1. 証 紙 収 入 23,800 △3,400 20,400 1. 証 紙 収 入 △3,400 一般家庭                         △3,100

事業所                             △300

計 23,800 △3,400 20,400

(款) 13. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民 生 費 国庫負担金 1,040,172 26,569 1,066,741 1. 被用者児童手当負担金 5,668 被用者児童手当負担金

説         明目 補正前予算額補正予算額 計



(単位 千円)

節

区     分 金   額

2. 非 被 用 者 児 童 △1,334 非被用者児童手当負担金

手 当 負 担 金

3. 特 例 給 付 負 担 金 △1,880 特例給付負担金

4. 被 用 者 小学校修了 3,014 被用者小学校修了前特例給付負担金

前特例給付負担金

5. 非被用者小学校修了 △2,468 非被用者小学校修了前特例給付負担金

前特例給付負担金

6. 児 童 扶 養 手 当 △2,423 児童扶養手当負担金

給 付 費 負 担 金

7. 児 童 福 祉費負担金 11,152 保育所運営費負担金                10,690

助産施設措置費負担金               △138

母子生活支援施設措置費負担金         600

8. 国 民 健 康 保 険 基 △160 保険者支援負担金

盤 安 定 負 担 金

9. 社 会 福 祉費負担金 7,500 障害者自立支援給付費負担金

10. 生 活 保 護費負担金 7,500 生活保護費負担金

計 1,040,172 26,569 1,066,741

(項) 2. 国庫補助金

1. 民 生 費 国庫補助金 54,495 △12,809 41,686 1. 児 童 福 祉費補助金 △4,917 次世代育成支援対策交付金         △3,200

母子家庭自立支援給付事業費補助金 △1,717

3. 生 活 保 護費補助金 △7,892 生活保護適正実施推進等補助金

2. 土 木 費 国庫補助金 266,284 86,268 352,552 1. 都 市 計 画費補助金 76,228 まちづくり交付金　下田地区        43,600

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(単位 千円)

節

区     分 金   額

まちづくり交付金　近鉄五位堂駅前北地区

31,400

まちづくり交付金　志都美駅周辺地区

17,728

街路事業費補助金　志都美駅前線  △16,500

2. 河 川 費 補 助 金 △423 洪水ハザードマップ作成補助金

3. 地 方 道 路 整 備 11,000 地方道路整備臨時交付金  五位堂駅前北第二

臨 時 交 付 金 地区                             △7,150

地方道路整備臨時交付金　志都美駅地区

18,150

5. 住 宅 費 補 助 金 △537 特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金

△607

優良建築物等整備事業（アスベスト改修型）

補助金                                70

3. 消 防 費 国庫補助金 750 △375 375 1. 災 害 対 策費補助金 △375 既存木造住宅耐震診断事業費補助金

4. 教 育 費 国庫補助金 116,631 △363 116,268 2. 中 学 校 費 補 助 金 △45 特別支援教育就学奨励費補助金

3. 幼 稚 園 費 補 助 金 △318 園児就園奨励費補助金

5. 総 務 費 国庫補助金 36,000 8,613 44,613 7. 選 挙 費 補 助 金 1,464 既存住民基本台帳電算処理システム改修費交

付金

8. 地域活性化・緊急安心 7,149 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金

実現総合対策交付金

計 474,160 81,334 555,494

説         明目 補正前予算額補正予算額 計



(款) 14. 県支出金

(項) 1. 県負担金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 総 務 費 県 負 担 金 800 166 966 1. 総 務 管 理費負担金 166 市町村事務処理交付金

2. 民 生 費 県 負 担 金 549,367 18,883 568,250 1. 社 会 福 祉費負担金 3,750 障害者自立支援給付費負担金

2. 被用者児童手当負担金 709 被用者児童手当負担金

3. 非 被 用 者 児 童 △1,333 非被用者児童手当負担金

手 当 負 担 金

4. 被 用 者 小学校修了 3,014 被用者小学校修了前特例給付負担金

前特例給付負担金

5. 非被用者小学校修了 △2,468 非被用者小学校修了前特例給付負担金

前特例給付負担金

6. 児 童 福 祉費負担金 5,807 保育所運営費負担金                 5,576

助産施設措置費負担金                △69

母子生活支援施設措置費負担金         300

8. 後 期 高 齢者医療保 11,396 後期高齢者医療保険基盤安定負担金

険基盤安定負担金

9. 国 民 健 康 保 険 基 △1,992 国民健康保険基盤安定負担金       △1,474

盤 安 定 負 担 金 介護保険基盤安定負担金              △54

後期高齢者支援基盤安定負担金       △384

保険者支援負担金                    △80

4. 衛 生 費 県 負 担 金 － 525 525 1. 保 健 衛 生費負担金 525 予防接種事故対策負担金

計 568,267 19,574 587,841

(項) 2. 県補助金

2. 民 生 費 県 補 助 金 180,008 14,264 194,272 1. 社 会 福 祉費補助金 △51 介護保険事業費補助金

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(単位 千円)

節

区     分 金   額

2. 医 療 福 祉費補助金 11,835 乳幼児医療費補助金                 8,410

心身障害者医療費補助金             1,060

母子医療費補助金                     430

重度心身障害老人等医療費補助金     1,935

3. 児 童 福 祉費補助金 2,480 ２歳未満児保育実施事業費補助金   △1,028

地域子育て支援拠点事業費補助金       379

一時保育事業費補助金             △1,080

休日保育事業費補助金               △546

障害児保育事業費補助金             1,800

病児・病後児保育事業補助金         4,520

放課後児童健全育成事業費補助金   △1,565

3. 衛 生 費 県 補 助 金 6,459 △3,892 2,567 1. 保 健 衛 生費補助金 △3,892 健康増進事業費補助金

4. 農林商工費県補助金 2,374 △17 2,357 1. 農 業 費 補 助 金 △17 数量調整円滑化推進事業費補助金

5. 土 木 費 県 補 助 金 1,600 △423 1,177 2. 河 川 費 補 助 金 △423 洪水ハザードマップ作成補助金

6. 消 防 費 県 補 助 金 375 △375 0 1. 災 害 対 策費補助金 △375 既存木造住宅耐震診断事業費補助金

計 207,510 9,557 217,067

(項) 3. 委託金

1. 総 務 費 委 託 金 169,859 △864 168,995 4. 統 計 調 査費委託金 △864 住宅土地統計調査委託金等

2. 教 育 費 委 託 金 1,500 △108 1,392 1. 教 育 振 興費委託金 △108 問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金

計 171,359 △972 170,387

説         明目 補正前予算額補正予算額 計



(款) 15. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

節

区     分 金   額

2. 利 子 及 び 配 当 金 2,171 256 2,427 1. 利 子 及 び 配 当 金 256 福祉厚生基金利子収入                  13

小中学校児童生徒福祉基金利子収入       2

財政調整基金利子収入                  60

公共施設整備基金利子収入              36

減債基金利子収入                     227

高齢者福祉基金利子収入                 3

職員退職手当基金利子収入            △92

学校給食運営調整基金利子収入           7

計 8,152 256 8,408

(項) 2. 財産売払収入

1. 不 動 産 売 払 収 入 290,000 △127,850 162,150 1. 土 地 売 払 収 入 △127,850 土地等の売払収入

計 320,000 △127,850 192,150

(款) 16. 寄附金

(項) 1. 寄附金

2. 民 生 寄 附 金 － 1,353 1,353 1. 社 会 福 祉費寄附金 1,353 福祉厚生基金寄附金                   353

高齢者福祉基金寄附金               1,000

計 1,000 1,353 2,353

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(款) 17. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

2. 職 員 退 職 手 当 110,000 6,000 116,000 1. 職 員 退 職 手 当 6,000 職員退職手当基金繰入金

基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金

3. 福祉厚生基金繰入金 780 △90 690 1. 福祉厚生基金繰入金 △90 福祉厚生基金繰入金

7. 減 債 基 金 繰 入 金 － 88,600 88,600 1. 減 債 基 金 繰 入 金 88,600 減債基金繰入金

計 290,672 94,510 385,182

(款) 18. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金 50,000 △3,992 46,008 1. 前 年 度 繰 越 金 △3,992 前年度繰越金

計 50,000 △3,992 46,008

(款) 19. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市 預 金 利 子 1,500 51 1,551 1. 預 金 利 子 51 歳計現金預金利子

計 1,500 51 1,551

(項) 4. 受託事業収入

3. 埋 蔵 文 化財発掘調 3,612 △1,869 1,743 1. 埋 蔵 文 化財発掘調 △1,869 埋蔵文化財発掘調査受託事業収入

査 受 託 事 業 収 入 査 受 託 事 業 収 入

計 9,440 △1,869 7,571

(項) 5. 雑入

1. 雑 入 444,129 15,485 459,614 1. 雑 入 19,405 雑草等の除去委託料               △1,380

説         明目 補正前予算額補正予算額 計



(単位 千円)

節

区     分 金   額

消防団退職報償金                     609

自動販売機設置料                     200

博物館土産売上料                   △500

資源物売払金                       5,000

訪問看護ステーション事業収入     △2,678

奈良県市町村振興協会交付金         7,811

奈良県葛城地区清掃事務組合等負担金

9,637

その他雑入                           706

2. 学校給食材料費徴収金 △2,920 学校給食材料費徴収金             △3,815

学校給食材料費徴収金（滞納繰越分）   895

3. 福 祉 医 療費助成制 △1,000 社会保険分高額療養費収入           6,000

度 高 額 療養費収入 国民健康保険分高額療養費収入       2,000

後期高齢者医療高額療養費収入     △9,000

計 450,129 15,485 465,614

(款) 20. 市債

(項) 1. 市債

1. 総 務 債 68,800 170,600 239,400 1. 退 職 手 当 債 179,100

2. 地 方 公 営 企 業 等 500

金 融 機 構 出 資 債

3. 文化施設整備事業債 △9,000

2. 衛 生 債 25,100 △2,900 22,200 1. 大 阪 湾 広 域 臨 海 △1,300

環 境 整 備 事 業 債

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(単位 千円)

節

区     分 金   額

2. 清 掃 運 搬 施 設 △1,600

整 備 事 業 債

3. 土 木 債 695,100 △111,700 583,400 1. 臨時地方道整備事業債 △13,200

2. 臨時河川等整備事業債 △15,000

3. 街 路 事 業 債 △16,500

5. ま ち づ くり事業債 △67,000

4. 教 育 債 2,542,500 △5,700 2,536,800 2. 志 都 美 小 学 校 大 △3,900

規 模 改 造 事 業 債

3. 尼寺廃寺跡整備事業債 △1,800

5. 臨 時 財 政 対 策 債 600,000 △700 599,300 1. 臨 時 財 政 対 策 債 △700

6. 借 換 債 544,000 △88,600 455,400 1. 五 位 堂 保 育 所 △5,500

改 築 事 業 債

2. 老 人 福 祉センター △12,000

駐 車 場 整備事業債

3. 駅 舎 等 立 体 化 △31,600

整 備 事 業 債

6. 真 美 ケ 丘 西 小 学 △8,400

校 新 設 事 業 債

7. 二 上 小 学 校 プ ー △15,600

ル 改 築 事 業 債

8. 真 美 ケ 丘 東 幼 稚 △15,500

園 新 設 事 業 債

7. 民 生 債 10,600 △700 9,900 1. 真 美 ケ 丘東学童保 △700

育 所 整 備 事 業 債

説         明目 補正前予算額補正予算額 計



(単位 千円)

節

区     分 金   額

8. 住民税等減収補てん債 － 75,600 75,600 1. 住民税等減収補てん債 75,600

計 4,486,100 35,900 4,522,000

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



２．歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 議 会 費 245,532 △715 244,817 － － － △715 1. 報 酬 △274 議員報酬

8. 報 償 費 △10 陳情謝礼等

10. 交 際 費 △100 議会及び議長交際費

11. 需 用 費 △223 消耗品費              △69

燃料費                △66

食糧費                △10

印刷製本費            △78

12. 役 務 費 △53 広告料                △20

手数料                △33

14. 使用料及び △22 有料道路通行料        △10

賃 借 料 情報サービス料        △12

18. 備品購入費 △20 事務用備品

19. 負担金補助 △13 全国市議会議長会事務研修負

及び交付金 担金

計 245,532 △715 244,817 － － － △715

(項) 2. 研究研修費

1. 研究研修費 11,950 △50 11,900 － － － △50 19. 負担金補助 △50 政務調査費

及び交付金

計 11,950 △50 11,900 － － － △50

区    分 金   額



(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 一般管理費 1,008,833 204,570 1,213,403 166 179,600 － 24,804 2. 給 料 14,100 一般職給

3. 職 員 手 当 186,500 退職手当等

4. 共 済 費 5,700 職員共済組合負担金

9. 旅 費 △460 普通旅費

10. 交 際 費 △200 市及び市長交際費

11. 需 用 費 △494 消耗品費             △254

印刷製本費           △240

12. 役 務 費 △50 通信運搬費

13. 委 託 料 1,025 会場設営等委託料      △10

職員研修委託料        △89

人事給与システム保守料

                     1,124

18. 備品購入費 △500 事務用備品

19. 負担金補助 △1,051 中和法律相談センター負担金

及び交付金                       △43

地方公務員災害補償基金負担

金                   △140

職員福利厚生助成金    △63

土地開発公社事業外土地利子

負担金               △650

各種協議会負担金等   △155

2. 文書広報費 21,686 △255 21,431 － － － △255 12. 役 務 費 △80 通信運搬費

13. 委 託 料 △30 例規集更新作業委託料

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

14. 使用料及び △145 例規執務サポ－トシステム借

賃 借 料 上料

3. 会計管理費 3,699 △248 3,451 － － － △248 9. 旅 費 △13 普通旅費

11. 需 用 費 △104 印刷製本費

12. 役 務 費 △111 通信運搬費            △30

手数料                △11

保険料                △70

19. 負担金補助 △20 研修会参加負担金

及び交付金

4. 財産管理費 331,747 11,589 343,336 70 － 1,234 10,285 11. 需 用 費 △1,000 光熱水費

12. 役 務 費 △976 通信運搬費           △800

保険料               △176

13. 委 託 料 △800 中型バス運行業務委託料

14. 使用料及び △263 機械借上料            △28

賃 借 料 事務用機器借上料       △3

下水道使用料         △208

植木等借上料          △12

ＮＨＫ受信料          △12

15. 工事請負費 △72 庁舎及び市有財産整備工事

25. 積 立 金 14,700 財政調整基金積立金  13,400

減債基金積立金         200

公共施設整備基金積立金

                       100

高齢者福祉基金積立金

                     1,000

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

5. 企 画 費 12,372 △2,775 9,597 － － － △2,775 8. 報 償 費 △190 都市経営市民会議委員謝礼

11. 需 用 費 △50 消耗品費

13. 委 託 料 △2,500 県道香芝太子線配水管布設工

事

19. 負担金補助 △35 研修会参加負担金      △30

及び交付金 リニア中央エクスプレス建設

促進奈良県期成同盟会分担金

                       △5

6. ふ れ あ い 7,000 △372 6,628 － － － △372 8. 報 償 費 △13 協力者謝礼

フ ェ ス タ 11. 需 用 費 △48 消耗品費              △26

事 業 費 燃料費                △22

13. 委 託 料 △40 警備委託料            △27

会場整理委託料        △13

14. 使用料及び △271 ふれあいフェスタ用設備借上

賃 借 料 料

7. 文化振興費 125,766 △4,378 121,388 7,149 △4,100 － △7,427 8. 報 償 費 △50 国際交流事業協力者謝礼

12. 役 務 費 △18 通信運搬費

13. 委 託 料 △1,700 モナミホール施設整備工事設

計監理委託料       △1,500

文化施設指定管理料   △200

15. 工事請負費 △2,400 モナミホール施設整備工事

19. 負担金補助 △210 (財)文化振興財団清算事務補

及び交付金 助金

8. 男 女 共 同 25,568 △27 25,541 － － － △27 8. 報 償 費 △17 講師謝礼

参画推進費 13. 委 託 料 △10 一時保育委託料

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

9. 交 通 安 全 101,753 △303 101,450 － － － △303 13. 委 託 料 △153 警備委託料            △35

対 策 費 保管自転車等引渡業務委託料

                      △26

放置自転車等移動及び指導業

務委託料              △92

17. 公有財産購 △150 五位堂駅北第二自転車駐車場

入 費 用地

10. 生 活 安 全 2,355 △12 2,343 － － － △12 27. 公 課 費 △12 自動車重量税

対 策 費

11. 電子計算費 93,470 △3,853 89,617 － － － △3,853 13. 委 託 料 △116 プログラム改造委託料   △6

総合行政ネットワーク保守委

託料                 △101

ホームページ作成管理システ

ム保守委託料           △9

14. 使用料及び △3,694 情報サービス料       △788

賃 借 料 無停電電源装置借上料  △52

パソコン借上料       △579

庁内ネットワーク機器借上料

                   △2,275

19. 負担金補助 △43 研修会参加負担金

及び交付金

13. 自治振興費 134,512 4,954 139,466 － － － 4,954 8. 報 償 費 △90 自治会長活動謝礼

19. 負担金補助 5,044 防犯灯補助金

及び交付金

計 1,905,766 208,890 2,114,656 7,385 175,500 1,234 24,771

区    分 金   額



(項) 2. 徴税費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

2. 賦課徴収費 43,391 △1,840 41,551 － － － △1,840 12. 役 務 費 △1,840 手数料

4. 過 年 度 90,000 26,000 116,000 － － － 26,000 22. 補償補填及 35,500 過年度分過誤納賠償金

支 出 金 び 賠 償 金

23. 償還金利子 △9,500 過年度分過誤納還付金

及び割引料

計 368,269 24,160 392,429 － － － 24,160

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基 124,716 △386 124,330 － － △1,052 666 9. 旅 費 △10 普通旅費

本 台 帳 費 11. 需 用 費 △299 消耗品費              △14

印刷製本費           △285

12. 役 務 費 △30 手数料

13. 委 託 料 △47 住基総合窓口業務システム保

守等委託料

2. 住居表示費 17,832 △200 17,632 － － － △200 1. 報 酬 △200 住居表示審議会委員報酬

計 142,548 △586 141,962 － － △1,052 466

(項) 4. 人権啓発費

1. 人権啓発費 18,630 △276 18,354 － － － △276 8. 報 償 費 △38 協力者謝礼

9. 旅 費 △180 普通旅費

14. 使用料及び △30 機械借上料

賃 借 料

19. 負担金補助 △28 研修会参加負担金

及び交付金

計 18,630 △276 18,354 － － － △276

区    分 金   額



(項) 5. 選挙費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 選 挙 管 理 21,929 △52 21,877 1,464 － － △1,516 9. 旅 費 △17 費用弁償              △10

委 員 会 費 普通旅費               △7

13. 委 託 料 △35 裁判員候補者予定者名簿調製

プログラム作成委託料

2. 選挙啓発費 113 △40 73 － － － △40 11. 需 用 費 △40 消耗品費

3. 香 芝 市 長 22,900 △7,880 15,020 － － － △7,880 1. 報 酬 △1,276 投・開票管理者報酬等

選 挙 費 7. 賃 金 △695 臨時職員賃金

11. 需 用 費 △1,223 消耗品費              △59

食糧費               △194

印刷製本費           △920

修繕料                △50

12. 役 務 費 △1,661 通信運搬費         △1,432

手数料               △200

保険料                △29

13. 委 託 料 △1,998 警備委託料           △200

選挙用プログラム作成・変更

委託料               △500

公営ポスター掲示場取付撤去

委託料               △309

公営ポスター掲示場製作委託

料                   △199

選挙公報配布委託料   △790

14. 使用料及び △274 事務用機器借上料     △127

賃 借 料 会場借上料           △147

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

19. 負担金補助 △753 選挙公営費負担金

及び交付金

5. 香 芝 市 議 7,200 △1,021 6,179 － － － △1,021 11. 需 用 費 △390 印刷製本費

会 議 員 補 12. 役 務 費 △53 手数料                △42

欠 選 挙 費 保険料                △11

13. 委 託 料 △42 選挙公報配布委託料

19. 負担金補助 △536 選挙公営費負担金

及び交付金

計 100,842 △8,993 91,849 1,464 － － △10,457

(項) 6. 統計調査費

2. 指定統計費 5,487 △853 4,634 △864 － － 11 1. 報 酬 △678 調査員報酬

9. 旅 費 △10 普通旅費

11. 需 用 費 △165 消耗品費

計 14,677 △853 13,824 △864 － － 11

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社 会 福 祉 822,411 △62,183 760,228 － － 366 △62,549 2. 給 料 △2,500 一般職給

総 務 費 19. 負担金補助 △90 福祉厚生基金給付金

及び交付金

25. 積 立 金 366 福祉厚生基金積立金

28. 繰 出 金 △59,959 国民健康保険特別会計繰出金

                     2,900

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

老人保健特別会計繰出金

                   △7,491

介護保険特別会計繰出金

                  △55,368

3. 医療福祉費 301,374 29,340 330,714 11,835 － △1,000 18,505 9. 旅 費 △10 普通旅費

12. 役 務 費 850 手数料

20. 扶 助 費 28,500 乳児医療費          10,000

幼児医療費           9,000

母子医療費           1,000

心身障害者医療費等   3,500

重度心身障害老人等医療費

                     5,000

4. 後 期 高 齢 415,088 13,920 429,008 11,396 － 926 1,598 28. 繰 出 金 13,920 後期高齢者医療事務費繰出金

者 医 療 費                    △1,274

後期高齢者医療基盤安定繰出

金                  15,194

5. 国 民 健 康 250,200 △2,864 247,336 △2,152 － － △712 28. 繰 出 金 △2,864 国民健康保険基盤安定繰出金

保 険 医 療                    △1,964

助 成 費 介護保険(国保特別会計)基盤

安定繰出金            △71

後期高齢者支援基盤安定繰出

金                   △511

保険者支援繰出金     △318

6. 身 体 障 害 506,640 15,967 522,607 11,250 － － 4,717 1. 報 酬 △372 障害程度区分判定等審査会委

者 福 祉 費 員報酬

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

13. 委 託 料 1,533 システム整備委託料

14. 使用料及び △194 事務用機器借上料     △166

賃 借 料 障害者自立支援システム借上

料                    △28

20. 扶 助 費 15,000 身体障害者更生医療給付費

                     2,000

居宅生活支援費      13,000

7. 老人福祉費 58,929 △4,141 54,788 △51 － △549 △3,541 8. 報 償 費 △34 米寿記念品

11. 需 用 費 △20 修繕料

12. 役 務 費 △81 手数料

15. 工事請負費 △55 福祉電話設置工事

19. 負担金補助 △251 老人クラブ助成金

及び交付金

20. 扶 助 費 △3,700 養護老人ホ―ム入所措置費

                   △3,631

訪問介護利用者負担特別対策

費                    △69

8. 総合福祉セ 129,829 △2,276 127,553 － － △1,800 △476 11. 需 用 費 △500 光熱水費

ン タ － 費 13. 委 託 料 △1,276 建物総合管理業務委託料

15. 工事請負費 △500 施設整備工事

計 2,505,458 △12,237 2,493,221 32,278 － △2,057 △42,458

(項) 2. 児童福祉費

1. 児 童 福 祉 1,051,022 △11,600 1,039,422 △146 － △85 △11,369 2. 給 料 △6,300 一般職給

総 務 費 3. 職 員 手 当 △1,450 職員手当

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

8. 報 償 費 △10 嘱託医謝礼

9. 旅 費 △10 普通旅費

11. 需 用 費 △55 燃料費                △25

印刷製本費            △30

12. 役 務 費 △260 通信運搬費

13. 委 託 料 △250 育児支援家庭訪問事業委託料

20. 扶 助 費 △3,265 被用者児童手当       7,185

非被用者児童手当   △3,900

特例給付           △1,780

被用者小学校修了前特例給付

                     9,140

非被用者小学校修了前特例給

付                 △7,305

児童扶養手当       △4,570

助産施設措置費       △350

母子生活支援施設措置費

                     1,250

母子家庭自立支援給付金

                   △2,935

2. 児童措置費 497,922 21,718 519,640 16,732 － 7,130 △2,144 19. 負担金補助 △3,282 ２歳未満児保育実施事業費補

及び交付金 助金               △1,362

地域子育て支援拠点事業費補

助金                   143

一時保育事業費補助金

                   △1,620

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

休日保育事業費補助金 △819

病児・病後児保育事業費補助

金                     390

民間保育所運営費補助金

                      △14

20. 扶 助 費 25,000 保育所運営費

3. 児 童 福 祉 813,993 △9,283 804,710 － － 8,070 △17,353 2. 給 料 △5,200 一般職給

施 設 費 9. 旅 費 △43 普通旅費

11. 需 用 費 △3,330 賄材料費

12. 役 務 費 △135 通信運搬費

14. 使用料及び △190 下水道使用料          △76

賃 借 料 保育料システム借上料 △114

16. 原 材 料 費 △56 砂・土等

19. 負担金補助 △329 各種研修会負担金

及び交付金

4. 学童保育費 77,118 862 77,980 △1,565 1,800 △1,208 1,835 7. 賃 金 700 学童保育指導員賃金

11. 需 用 費 180 光熱水費

12. 役 務 費 △47 保険料

13. 委 託 料 29 放課後児童健全育成事業委託

料

計 2,441,055 1,697 2,442,752 15,021 1,800 13,907 △29,031

(項) 3. 生活保護費

1. 生 活 保 護 15,162 △7,892 7,270 △7,892 － － － 13. 委 託 料 △7,892 システム整備委託料

総 務 費

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

2. 扶 助 費 371,300 10,000 381,300 7,500 － － 2,500 20. 扶 助 費 10,000 医療扶助費

計 386,462 2,108 388,570 △392 － － 2,500

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保 健 衛 生 138,448 △263 138,185 525 － － △788 19. 負担金補助 △263 中南和地域小児深夜診療負担

総 務 費 及び交付金 金                   △963

予防接種健康被害負担金

                       700

3. 健 康 増 進 41,732 － 41,732 △3,892 － － 3,892

事 業 費

4. 火 葬 場 21,644 △99 21,545 － － 66 △165 11. 需 用 費 △60 光熱水費              △43

施 設 費 修繕料                △17

13. 委 託 料 △39 火葬業務委託料等

5. 環境衛生費 43,321 △1,101 42,220 － － △1,448 347 9. 旅 費 △10 普通旅費

11. 需 用 費 △37 修繕料

12. 役 務 費 △74 手数料

13. 委 託 料 △960 雑草除去委託料

19. 負担金補助 △20 大和川水環境協議会等負担金

及び交付金

6. 訪問看護費 12,586 △999 11,587 － － △2,678 1,679 7. 賃 金 △999 臨時職員賃金

計 364,971 △2,462 362,509 △3,367 － △4,060 4,965

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費 696,200 △2,900 693,300 － － － △2,900 2. 給 料 △2,900 一般職給

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

2. 塵芥処理費 137,961 △9,963 127,998 － △1,600 5,000 △13,363 12. 役 務 費 △360 手数料               △110

保険料               △250

13. 委 託 料 △7,100 不法投棄処理委託料   △300

残灰処理委託料     △2,800

ごみ収集員派遣業務委託料

                   △4,000

14. 使用料及び △867 有料道路通行料       △400

賃 借 料 不法投棄監視システム機器借

上料                 △467

18. 備品購入費 △1,555 収集車

27. 公 課 費 △81 自動車重量税

3. し尿処理費 442,891 △42,686 400,205 － － 5,311 △47,997 11. 需 用 費 △54 消耗品費              △20

印刷製本費            △34

12. 役 務 費 △34 手数料

13. 委 託 料 △3,400 し尿汲取業務委託料

19. 負担金補助 △39,198 浄化槽一斉清掃補助金 △100

及び交付金 葛城地区清掃事務組合分担金

                  △39,098

計 1,277,052 △55,549 1,221,503 － △1,600 10,311 △64,260

(款) 5. 農林商工費

(項) 1. 農業費

1. 農 業 委 40,578 △600 39,978 － － － △600 2. 給 料 △100 一般職給

員 会 費 3. 職 員 手 当 △500 職員手当

2. 農業総務費 102,320 △9,200 93,120 － － － △9,200 2. 給 料 △5,200 一般職給

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

3. 職 員 手 当 △2,400 職員手当

4. 共 済 費 △1,600 職員共済組合負担金

3. 農業振興費 7,462 △1,208 6,254 － － － △1,208 11. 需 用 費 △25 消耗品費

13. 委 託 料 △39 圃場整備委託料

14. 使用料及び △60 土地借上料            △40

賃 借 料 機械借上料            △20

19. 負担金補助 △1,084 農業資金利子補給金    △98

及び交付金 大和平野土地改良区賦課金補

助金                 △279

香芝市農地保全・活用推進補

助金等               △707

4. 水 田 農 業 10,456 △2,387 8,069 △17 － － △2,370 8. 報 償 費 △190 協力者謝礼

構 造 改 革 11. 需 用 費 △550 消耗品費

対 策 費 19. 負担金補助 △1,647 景観形成団地栽培補助金

及び交付金                      △355

生産調整推進対策費交付金

                   △1,292

5. 農 地 費 12,992 △1,950 11,042 － － － △1,950 11. 需 用 費 △50 消耗品費

15. 工事請負費 △800 市単独土地改良工事

16. 原 材 料 費 △100 砂・土等

19. 負担金補助 △1,000 市土地改良事業補助金

及び交付金

6. 地籍調査費 2,208 △1,010 1,198 － － － △1,010 9. 旅 費 △10 普通旅費

13. 委 託 料 △1,000 測量委託料

計 176,016 △16,355 159,661 △17 － － △16,338

区    分 金   額



(項) 3. 商工費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 観 光 費 1,137 △196 941 － － － △196 9. 旅 費 △10 普通旅費

11. 需 用 費 △35 印刷製本費

12. 役 務 費 △21 手数料

13. 委 託 料 △37 警備委託料

14. 使用料及び △77 イベント用設備借上料

賃 借 料

16. 原 材 料 費 △16 砂・土等

2. 商工振興費 54,207 △980 53,227 － － － △980 24. 投資及び出 △980 奈良県信用保証協会出捐金

資 金

計 55,344 △1,176 54,168 － － － △1,176

(款) 6. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費 84,533 △7,518 77,015 － － － △7,518 2. 給 料 △3,990 一般職給

3. 職 員 手 当 △2,220 職員手当

4. 共 済 費 △1,130 職員共済組合負担金

8. 報 償 費 △90 境界明示立会謝礼

19. 負担金補助 △88 大和平野土地改良区決済金

及び交付金

計 84,533 △7,518 77,015 － － － △7,518

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道 路 橋 梁 23,183 △5,671 17,512 － － △48 △5,623 13. 委 託 料 △5,600 道路台帳作成委託料 △1,948

総 務 費 登記事務委託料等   △3,652

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

19. 負担金補助 △71 道路整備促進期成同盟会負担

及び交付金 金                    △30

京奈和自動車道整備促進期成

同盟会負担金           △4

奈良県道路利用者会議負担金

                      △17

奈良県市町村道整備促進期成

同盟会負担金          △20

2. 道路維持費 154,994 △3,398 151,596 － － 2,551 △5,949 11. 需 用 費 △44 修繕料

12. 役 務 費 △14 保険料

13. 委 託 料 △3,340 泥収集・処理委託料   △932

道路雑草除去・処理委託料等

                   △2,408

3. 道 路 新 設 171,530 △11,700 159,830 － 5,400 － △17,100 11. 需 用 費 △200 消耗品費

改 良 費 13. 委 託 料 △8,000 測量設計委託料     △2,000

葛下川改修事業委託料

                   △6,000

17. 公有財産購 △3,500 市道用地

入 費

計 349,707 △20,769 328,938 － 5,400 2,503 △28,672

(項) 3. 河川費

1. 河川維持費 59,770 △2,589 57,181 － － － △2,589 11. 需 用 費 △50 消耗品費              △30

光熱水費              △20

13. 委 託 料 △1,539 雑草除去委託料       △229

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

測量設計委託料     △1,310

17. 公有財産購 △1,000 水路用地

入 費

2. 水 防 費 6,550 △1,572 4,978 △846 － － △726 11. 需 用 費 △50 食糧費

13. 委 託 料 △1,522 洪水ハザードマップ作成委託

料

計 66,320 △4,161 62,159 △846 － － △3,315

(項) 4. 都市計画費

1. 都 市 計 画 588,145 △42,380 545,765 － － － △42,380 2. 給 料 △1,100 一般職給

総 務 費 4. 共 済 費 △500 職員共済組合負担金

11. 需 用 費 △283 消耗品費

19. 負担金補助 △10 ４市４町開発担当課長主任者

及び交付金 会会費

28. 繰 出 金 △40,487 下水道事業特別会計繰出金

2. 都 市 計 画 2,996 △309 2,687 － － △150 △159 1. 報 酬 △80 市都市計画審議会委員報酬

対 策 費 11. 需 用 費 △163 消耗品費              △63

食糧費                △20

修繕料                △80

12. 役 務 費 △17 通信運搬費

14. 使用料及び △20 会場借上料

賃 借 料

19. 負担金補助 △29 研修会参加負担金      △17

及び交付金 協会等負担金          △12

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

3. 下田地区整 200,984 △1,492 199,492 43,600 △33,100 － △11,992 15. 工事請負費 △1,000 市道6-46号線整備工事

備 事 業 費 17. 公有財産購 △492 まちづくり交付金事業用地

入 費

4. 土 地 区 画 84,915 △13,600 71,315 － － － △13,600 2. 給 料 △7,650 一般職給

整 理 費 3. 職 員 手 当 △3,900 職員手当

4. 共 済 費 △2,050 職員共済組合負担金

5. 五位堂駅前 348,699 △12,800 335,899 24,250 △29,700 － △7,350 1. 報 酬 △50 土地区画整理審議会委員報酬

北 第 二 土 3. 職 員 手 当 △100 嘱託職員手当

地 区 画 整 7. 賃 金 △1,900 臨時職員賃金

理 事 業 費 9. 旅 費 △50 普通旅費

11. 需 用 費 △50 光熱水費

12. 役 務 費 △50 保険料

13. 委 託 料 △1,800 発掘調査委託料

14. 使用料及び △300 発掘調査用機器借上料

賃 借 料

15. 工事請負費 △8,500 五位堂駅前北第二土地区画整

理事業工事

6. 志 都 美 駅 164,490 △19,060 145,430 17,728 △21,500 － △15,288 9. 旅 費 △30 普通旅費

周 辺 整 備 11. 需 用 費 △850 消耗品費             △770

事 業 費 印刷製本費            △80

12. 役 務 費 △340 通信運搬費            △50

手数料               △290

15. 工事請負費 △12,600 志都美駅西土地区画整理事業

工事

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

17. 公有財産購 △840 まちづくり交付金事業用地

入 費

19. 負担金補助 △4,400 設計委託負担金

及び交付金

7. 街路事業費 319,498 25,220 344,718 1,650 24,500 － △930 2. 給 料 △6,700 一般職給

3. 職 員 手 当 △5,050 職員手当

4. 共 済 費 △1,780 職員共済組合負担金

11. 需 用 費 205 消耗品費               455

光熱水費             △250

13. 委 託 料 500 分筆登記等委託料

15. 工事請負費 21,680 まちづくり交付金事業工事

                    21,680

17. 公有財産購 13,138 まちづくり交付金事業用地

入 費

22. 補償補填及 3,227 工作物補償

び 賠 償 金

8. 公 園 費 152,961 △12,129 140,832 － － － △12,129 2. 給 料 △5,350 一般職給

3. 職 員 手 当 △3,600 職員手当

4. 共 済 費 △1,550 職員共済組合負担金

9. 旅 費 △10 普通旅費

11. 需 用 費 △360 燃料費               △100

光熱水費             △260

12. 役 務 費 △24 保険料

13. 委 託 料 △14 都市公園維持管理委託料

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

14. 使用料及び △100 都市公園下水道使用料

賃 借 料

18. 備品購入費 △21 施設用備品

19. 負担金補助 △1,100 ふれあい広場施設等の補助金

及び交付金 等

9. ス ポ ー ツ 134,664 △1,697 132,967 － － － △1,697 11. 需 用 費 △30 食糧費

公 園 費 12. 役 務 費 △20 通信運搬費

13. 委 託 料 △1,300 測量委託料

19. 負担金補助 △347 研修会参加負担金      △20

及び交付金 大和平野土地改良区決済金

                     △327

計 1,997,352 △78,247 1,919,105 87,228 △59,800 △150 △105,525

(項) 5. 住宅費

1. 住宅管理費 22,051 △8,510 13,541 △607 － － △7,903 2. 給 料 △3,800 一般職給

3. 職 員 手 当 △2,580 職員手当

4. 共 済 費 △1,000 職員共済組合負担金

12. 役 務 費 △14 手数料

14. 使用料及び △10 下水道使用料

賃 借 料

19. 負担金補助 △1,106 特定優良賃貸住宅家賃減額補

及び交付金 助金

計 22,051 △8,510 13,541 △607 － － △7,903

区    分 金   額



(款) 7. 消防費

(項) 1. 消防費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 常備消防費 755,940 △18,167 737,773 － － － △18,167 19. 負担金補助 △18,167 香芝・広陵消防組合負担金

及び交付金

2. 非 常 備 35,642 △564 35,078 － － 609 △1,173 1. 報 酬 △314 消防団員報酬

消 防 費 8. 報 償 費 △150 市防火宣伝記念品等

11. 需 用 費 △10 食糧費

12. 役 務 費 △53 手数料                △40

保険料                △13

27. 公 課 費 △37 自動車重量税

3. 災害対策費 7,925 △940 6,985 △750 － － △190 1. 報 酬 △60 防災会議委員報酬

8. 報 償 費 △30 講師謝礼

11. 需 用 費 △100 燃料費                △20

印刷製本費            △80

19. 負担金補助 △750 既存木造住宅耐震診断補助金

及び交付金

計 799,507 △19,671 779,836 △750 － 609 △19,530

(款) 8. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教 育 委 12,188 △304 11,884 － － － △304 1. 報 酬 △204 教育委員報酬

員 会 費 8. 報 償 費 △50 表彰記念品等

11. 需 用 費 △30 光熱水費

19. 負担金補助 △20 奈良県学校保健会負担金等

及び交付金

2. 事 務 局 費 155,974 △5,998 149,976 － － 2 △6,000 2. 給 料 △3,400 一般職給

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

3. 職 員 手 当 △1,000 職員手当

4. 共 済 費 △1,600 職員共済組合負担金

25. 積 立 金 2 児童生徒福祉基金積立金

3. 人 権 教 育 9,540 △1,333 8,207 － － － △1,333 8. 報 償 費 △170 講師謝礼

推 進 費 9. 旅 費 △126 普通旅費

11. 需 用 費 △28 印刷製本費

12. 役 務 費 △10 通信運搬費

19. 負担金補助 △999 研修会参加負担金     △539

及び交付金 市人権教育推進協議会補助金

                     △460

4. 教育振興費 17,918 △40 17,878 － － － △40 13. 委 託 料 △40 学校図書館ネットワ－クシス

テム保守点検委託料

計 195,620 △7,675 187,945 － － 2 △7,677

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費 351,301 △5,739 345,562 － － △412 △5,327 2. 給 料 △2,100 一般職給

11. 需 用 費 △72 食糧費

13. 委 託 料 △2,401 耐震診断委託料     △1,121

教育機器保守点検委託料等

                   △1,280

14. 使用料及び △1,020 バス借上料           △400

賃 借 料 事務用機器借上料等   △620

19. 負担金補助 △146 教育各種負担金及び助成金等

及び交付金                      △116

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

日本スポーツ振興センター共

済掛金負担金          △30

2. 教育振興費 15,514 △419 15,095 － － － △419 8. 報 償 費 △419 卒業記念品等

5. 志都美小学 97,110 △3,135 93,975 － 3,300 － △6,435 13. 委 託 料 △63 監理委託料

校 大 規 模 15. 工事請負費 △3,072 大規模改造及び耐震補強工事

改 造 事 業

計 846,847 △9,293 837,554 － 3,300 △412 △12,181

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費 144,717 △4,302 140,415 － － △44 △4,258 2. 給 料 △1,200 一般職給

9. 旅 費 △40 普通旅費

11. 需 用 費 △900 光熱水費

12. 役 務 費 △30 手数料

13. 委 託 料 △1,868 耐震診断委託料       △510

教育機器保守点検委託料等

                   △1,358

14. 使用料及び △130 事務用機器借上料      △80

賃 借 料 下水道使用料          △50

19. 負担金補助 △134 教育各種負担金及び助成金等

及び交付金                       △44

日本スポーツ振興センター共

済掛金負担金          △90

2. 教育振興費 13,125 △1,300 11,825 △45 － － △1,255 8. 報 償 費 △40 卒業記念品

19. 負担金補助 △1,260 体育文化活動補助金   △190

及び交付金

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

要・準要保護生徒就学援助費

等                 △1,070

計 641,861 △5,602 636,259 △45 － △44 △5,513

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼 稚 園 382,496 △747 381,749 － － △1,309 562 11. 需 用 費 △31 食糧費

管 理 費 13. 委 託 料 △680 用務員業務委託料     △450

教育機器保守点検委託料等

                     △230

19. 負担金補助 △36 各種負担金及び研修助成金等

及び交付金

2. 教育振興費 6,795 △1,000 5,795 △318 － － △682 8. 報 償 費 △53 卒園記念品

19. 負担金補助 △947 幼稚園就園奨励費

及び交付金

計 394,889 △1,747 393,142 △318 － △1,309 △120

(項) 5. 社会教育費

1. 社 会 教 育 52,224 △295 51,929 － － － △295 1. 報 酬 △110 社会教育委員報酬

総 務 費 8. 報 償 費 △57 記念品等

9. 旅 費 △90 費用弁償              △75

普通旅費              △15

19. 負担金補助 △38 研修会参加負担金等

及び交付金

2. 成人教育費 4,036 △321 3,715 － － － △321 8. 報 償 費 △15 講師謝礼

11. 需 用 費 △164 印刷製本費

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

14. 使用料及び △30 自動車借上料

賃 借 料

19. 負担金補助 △112 家庭教育学級活動助成金等

及び交付金

3. 視 聴 覚 160 △130 30 － － － △130 8. 報 償 費 △30 講師謝礼

教 育 費 11. 需 用 費 △100 修繕料

4. 青 少 年 6,510 △472 6,038 － － － △472 8. 報 償 費 △190 記念品等

教 育 費 12. 役 務 費 △90 手数料

13. 委 託 料 △45 施設整備保守委託料

14. 使用料及び △75 自動車借上料

賃 借 料

19. 負担金補助 △72 子ども会育成連絡協議会助成

及び交付金 金

5. 公 民 館 費 63,234 △780 62,454 － － 400 △1,180 1. 報 酬 △100 公民館運営審議会委員報酬

8. 報 償 費 △200 講師謝礼

9. 旅 費 △10 費用弁償

11. 需 用 費 △20 燃料費

13. 委 託 料 △450 中央公民館管理委託料

6. 文 化 財 2,803 △800 2,003 － － － △800 7. 賃 金 △107 発掘調査補助員賃金    △71

保 護 費 整理補助員賃金        △36

9. 旅 費 △47 普通旅費               △2

陳情等旅費            △45

11. 需 用 費 △40 消耗品費              △27

印刷製本費            △13

13. 委 託 料 △450 雑草除去委託料

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

15. 工事請負費 △156 文化財整備工事

7. 埋蔵文化財 11,920 △1,780 10,140 － － △1,869 89 7. 賃 金 △500 整理補助員賃金

発掘調査受 11. 需 用 費 △1,280 消耗品費           △1,000

託 事 業 費 印刷製本費           △280

8. 尼寺廃寺跡 27,525 △169 27,356 － 600 － △769 8. 報 償 費 △105 委員等謝礼

整備事業費 9. 旅 費 △64 費用弁償              △20

普通旅費              △44

9. 図 書 館 費 98,608 △718 97,890 － － － △718 7. 賃 金 △50 臨時職員賃金

8. 報 償 費 △50 講師謝礼等

9. 旅 費 △15 普通旅費

14. 使用料及び △603 図書館用事務機器借上料

賃 借 料

10. 博 物 館 費 32,231 △193 32,038 － － △880 687 9. 旅 費 △60 普通旅費

11. 需 用 費 △100 印刷製本費

13. 委 託 料 △33 特別展準備委託料

11. 青 少 年 セ 28,954 △373 28,581 △108 － － △265 8. 報 償 費 △27 協力者謝礼

ン タ ー 費 9. 旅 費 △13 普通旅費

11. 需 用 費 △41 燃料費

12. 役 務 費 △25 手数料                △11

保険料                △14

14. 使用料及び △242 バス借上料等

賃 借 料

19. 負担金補助 △12 防犯ベル購入補助金

及び交付金

27. 公 課 費 △13 自動車重量税

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

計 328,205 △6,031 322,174 △108 600 △2,349 △4,174

(項) 6. 保健体育費

1. 保 健 体 育 60,080 △50 60,030 － － － △50 8. 報 償 費 △50 体育指導委員連絡協議会分担

総 務 費 金等

2. 体育施設費 1,800,424 △880 1,799,544 － － 200 △1,080 11. 需 用 費 △380 光熱水費

13. 委 託 料 △500 地域体育館等管理委託料

3. 学 校 給 食 478,825 △4,843 473,982 － － △3,808 △1,035 9. 旅 費 △23 普通旅費

運 営 費 11. 需 用 費 △3,815 賄材料費

13. 委 託 料 △2,475 学校給食調理業務委託料

                   △2,360

給食室排気扇清掃等業務委託

料                   △115

25. 積 立 金 1,470 学校給食運営調整基金積立金

計 2,339,329 △5,773 2,333,556 － － △3,608 △2,165

(款) 9. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金 3,600,000 △10,000 3,590,000 － △88,600 － 78,600 23. 償還金利子 △10,000 地方債元金償還金

及び割引料

2. 利 子 722,000 △15,000 707,000 － － － △15,000 23. 償還金利子 △15,000 地方債利子

及び割引料

計 4,322,020 △25,000 4,297,020 － △88,600 － 63,600

区    分 金   額



(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 諸費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 国 県 支 出 5,000 12,142 17,142 － － － 12,142 23. 償還金利子 12,142 前年度自立支援給付費等

金 返 納 金 及び割引料

計 5,000 12,142 17,142 － － － 12,142

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）



平成２０年度香芝市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８１，４２４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６，２７８，２２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

3. 国 庫 支 出 金 １，５５９，７９６ △６３，３１６ １，４９６，４８０

1. 国 庫 負 担 金 １，２３０，３３２ △４６，９７２ １，１８３，３６０

2. 国 庫 補 助 金 ３２９，４６４ △１６，３４４ ３１３，１２０

4. 療 養 給 付費交付金 ４１５，４７０ ８４，１４７ ４９９，６１７

1. 療 養 給 付費交付金 ４１５，４７０ ８４，１４７ ４９９，６１７

5. 前 期 高 齢者交付金 ９３１，１００ ６３，１７３ ９９４，２７３

1. 前 期 高 齢者交付金 ９３１，１００ ６３，１７３ ９９４，２７３

6. 県 支 出 金 ２５０，５５０ △７，２９０ ２４３，２６０

1. 県 負 担 金 ３５，９１１ △１，３８５ ３４，５２６

2. 県 補 助 金 ２１４，６３９ △５，９０５ ２０８，７３４

7. 共 同 事 業 交 付 金 ５５３，７４４ ４，６７４ ５５８，４１８

1. 共 同 事 業 交 付 金 ５５３，７４４ ４，６７４ ５５８，４１８

8. 繰 入 金 ３９９，５００ ３６ ３９９，５３６

1. 他 会 計 繰 入 金 ３９９，５００ ３６ ３９９，５３６

歳      入      合      計 ６，１９６，８００ ８１，４２４ ６，２７８，２２４



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 総 務 費 １１８，１３５ －　　　　　 １１８，１３５

1. 総 務 管 理 費 ９６，３８０ －　　　　　 ９６，３８０

2. 保 険 給 付 費 ３，９８６，８２０ ５５，０００ ４，０４１，８２０

1. 療 養 諸 費 ３，６３４，８００ ５５，０００ ３，６８９，８００

2. 高 額 療 養 費 ３００，０００ －　　　　　 ３００，０００

3. 後期高齢者支援金等 ６９５，８１０ ９９ ６９５，９０９

1. 後期高齢者支援金等 ６９５，８１０ ９９ ６９５，９０９

4. 前期高齢者納付金等 １，７１０ △７７２ ９３８

1. 前期高齢者納付金等 １，７１０ △７７２ ９３８

5. 老 人 保 健 拠 出 金 １７５，８００ △６，９１９ １６８，８８１

1. 老 人 保 健 拠 出 金 １７５，８００ △６，９１９ １６８，８８１

6. 介 護 納 付 金 ２９６，４００ △８４６ ２９５，５５４

1. 介 護 納 付 金 ２９６，４００ △８４６ ２９５，５５４

7. 共 同 事 業 拠 出 金 ５５３，７４９ ４，６７４ ５５８，４２３

1. 共 同 事 業 拠 出 金 ５５３，７４９ ４，６７４ ５５８，４２３

8. 保 健 事 業 費 ７３，４７６ －　　　　　 ７３，４７６

1. 保 健 事 業 費 １５，８１９ －　　　　　 １５，８１９

2. 特定健康診査等事業費 ５７，６５７ －　　　　　 ５７，６５７

10. 諸 支 出 金 ５，１００ ３０，１８８ ３５，２８８

1. 償 還 金 利 子 及 ５，１００ ３０，１８８ ３５，２８８

び 還 付 加 算 金

歳      出      合      計 ６，１９６，８００ ８１，４２４ ６，２７８，２２４



１．歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 療養給付費等負担金 1,194,421 △45,587 1,148,834 1. 現 年 度 分 △45,587 療養給付費等負担金              △30,925

老人保健医療費拠出金負担金      △10,892

介護保険療養給付費等負担金         △288

後期高齢者医療支援金負担金       △3,482

2. 高 額 医 療 費 共 28,911 △1,385 27,526 1. 高 額 医 療 費 共 △1,385 高額医療費共同事業負担金

同 事 業 負 担 金 同 事 業 負 担 金

計 1,230,332 △46,972 1,183,360

(項) 2. 国庫補助金

1. 財 政 調 整 交 付 金 329,464 △16,644 312,820 1. 財 政 調 整 交 付 金 △16,644 普通調整交付金                  △16,567

介護保険調整交付金                  △77

2. 事 業 費 補 助 金 － 300 300 1. 事 業 費 補 助 金 300 後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

計 329,464 △16,344 313,120

(款) 4. 療養給付費交付金

(項) 1. 療養給付費交付金

1. 療 養 給 付費交付金 415,470 84,147 499,617 1. 現 年 度 分 84,147 退職者医療交付金                  59,600

老人保健医療交付金(社保負担分)    24,829

前期高齢者交付金                 △4,144

後期高齢者交付金                   3,862

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(単位 千円)

節

区     分 金   額

計 415,470 84,147 499,617

(款) 5. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前 期 高 齢者交付金 931,100 63,173 994,273 1. 現 年 度 分 63,173 前期高齢者交付金

計 931,100 63,173 994,273

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 高 額 医 療 費 共 28,911 △1,385 27,526 1. 高 額 医 療 費 共 △1,385 高額医療費共同事業負担金

同 事 業 負 担 金 同 事 業 負 担 金

計 35,911 △1,385 34,526

(項) 2. 県補助金

1. 財 政 調 整 交 付 金 214,639 △5,905 208,734 1. 財 政 調 整 交 付 金 △5,905 財政調整交付金

計 214,639 △5,905 208,734

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 高 額 医 療 費 共 115,645 △5,477 110,168 1. 共 同 事 業 交 付 金 △5,477 高額医療費共同事業交付金

同 事 業 交 付 金

2. 保 険 財 政 共 同 安 438,099 10,151 448,250 1. 保 険 財 政 共 同 安 10,151 保険財政共同安定化事業交付金

定 化 事 業 交 付 金 定 化 事 業 交 付 金

計 553,744 4,674 558,418

説         明目 補正前予算額補正予算額 計



(款) 8. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 一 般 会 計 繰 入 金 399,500 36 399,536 1. 一 般 会 計 繰 入 金 36 一般会計繰入金                     2,900

保険基盤安定繰入金               △1,964

介護保険基盤安定繰入金              △71

後期高齢者支援金基盤安定繰入金     △511

保険者支援繰入金                   △318

計 399,500 36 399,536

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



２．歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 一般管理費 78,625 － 78,625 300 － － △300

計 96,380 － 96,380 300 － － △300

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一 般 被 保 3,178,000 55,000 3,233,000 △49,435 － 63,173 41,262 19. 負担金補助 55,000 一般被保険者診療報酬

険 者 療 養 及び交付金

給 付 費

2. 退 職 被 保 346,000 － 346,000 － － 55,456 △55,456

険 者 等 療

養 給 付 費

3. 一般被保険 84,000 － 84,000 △739 － － 739

者 療 養 費

計 3,634,800 55,000 3,689,800 △50,174 － 118,629 △13,455

(項) 2. 高額療養費

1. 一 般 被 保 275,000 － 275,000 △2,903 － － 2,903

険 者 高 額

療 養 費

計 300,000 － 300,000 △2,903 － － 2,903

区    分 金   額



(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 後期高齢者 695,700 99 695,799 △3,482 － 3,862 △281 19. 負担金補助 99 後期高齢者支援金等

支 援 金 等 及び交付金

計 695,810 99 695,909 △3,482 － 3,862 △281

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者 1,610 △772 838 － － － △772 19. 負担金補助 △772 前期高齢者納付金

納 付 金 等 及び交付金

計 1,710 △772 938 － － － △772

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健医 175,000 △6,919 168,081 △10,892 － 24,829 △20,856 19. 負担金補助 △6,919 老人保健医療費拠出金

療費拠出金 及び交付金

計 175,800 △6,919 168,881 △10,892 － 24,829 △20,856

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金 296,400 △846 295,554 △365 － － △481 19. 負担金補助 △846 介護給付費納付金

及び交付金

計 296,400 △846 295,554 △365 － － △481

区    分 金   額



(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 高 額 医 療 115,645 △5,477 110,168 △2,770 － △5,477 2,770 19. 負担金補助 △5,477 高額医療費共同事業拠出金

費 共 同 事 及び交付金

業 拠 出 金

2. 保険財政共 438,099 10,151 448,250 － － 10,151 － 19. 負担金補助 10,151 保険財政共同安定化事業拠出

同安定化事 及び交付金 金

業 拠 出 金

計 553,749 4,674 558,423 △2,770 － 4,674 2,770

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健事業費 15,819 － 15,819 3,930 － － △3,930

計 15,819 － 15,819 3,930 － － △3,930

(項) 2. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診 57,657 － 57,657 △4,250 － － 4,250

査等事業費

計 57,657 － 57,657 △4,250 － － 4,250

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 償還金利子及び還付加算金

3. 償 還 金 1,000 30,188 31,188 － － － 30,188 23. 償還金利子 30,188 前年度療養給付費等

及び割引料

計 5,100 30,188 35,288 － － － 30,188

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市老人保健特別会計補正予算（第３号）



平成２０年度香芝市老人保健特別会計補正予算（第３号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市老人保健特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６１，５００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４３１，５１８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 交 付 金 ３０２，２４０ △８８，１６４ ２１４，０７６

1. 支 払 基 金 交 付 金 ３０２，２４０ △８８，１６４ ２１４，０７６

2. 国 庫 支 出 金 １７０，５０６ △４８，８９０ １２１，６１６

1. 国 庫 負 担 金 １７０，５０６ △４８，８９０ １２１，６１６

3. 県 支 出 金 ４２，６２６ △１２，２２２ ３０，４０４

1. 県 負 担 金 ４２，６２６ △１２，２２２ ３０，４０４

4. 繰 入 金 ４２，４００ △７，４９１ ３４，９０９

1. 他 会 計 繰 入 金 ４２，４００ △７，４９１ ３４，９０９

5. 繰 越 金 １，０００ △１，０００ ０

1. 繰 越 金 １，０００ △１，０００ ０

6. 諸 収 入 ３４，２４６ △３，７３３ ３０，５１３

1. 雑 入 ３４，２４６ △３，７３３ ３０，５１３

歳      入      合      計 ５９３，０１８ △１６１，５００ ４３１，５１８



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

2. 医 療 諸 費 ５５８，０００ △１６１，５００ ３９６，５００

1. 医 療 諸 費 ５５８，０００ △１６１，５００ ３９６，５００

歳      出      合      計 ５９３，０１８ △１６１，５００ ４３１，５１８



１．歳入

(款) 1. 交付金

(項) 1. 支払基金交付金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 医 療 費 交 付 金 300,240 △87,664 212,576 1. 医 療 費 交 付 金 △87,664 老人保健医療費交付金

2. 審査支払手数料交付金 2,000 △500 1,500 1. 医 療 費 審 査 支 払 △500 老人保健審査支払事務費交付金

手 数 料 交 付 金

計 302,240 △88,164 214,076

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 医 療 費 国庫負担金 170,506 △48,890 121,616 1. 医 療 費 負 担 金 △48,890 老人医療給付費医療費負担金

計 170,506 △48,890 121,616

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 医 療 費 県 負 担 金 42,626 △12,222 30,404 1. 医 療 費 負 担 金 △12,222 老人医療給付費医療費負担金

計 42,626 △12,222 30,404

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金 42,400 △7,491 34,909 1. 一 般 会 計 繰 入 金 △7,491 一般会計繰入金

計 42,400 △7,491 34,909

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 繰 越 金 1,000 △1,000 0 1. 前 年 度 繰 越 金 △1,000 前年度繰越金

計 1,000 △1,000 0

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入 7,733 △3,733 4,000 1. 返 納 金 及 び 雑 入 △3,733 交通事故による納付金等

計 34,246 △3,733 30,513

補正予算額 計 説         明目 補正前予算額



２．歳出

(款) 2. 医療諸費

(項) 1. 医療諸費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 医療給付費 520,000 △150,000 370,000 △56,937 － △81,674 △11,389 19. 負担金補助 △150,000 老人医療費

及び交付金

2. 医 療 費 36,000 △11,000 25,000 △4,175 － △5,990 △835 19. 負担金補助 △11,000 老人医療費

支 給 費 及び交付金

3. 審 査 支 払 2,000 △500 1,500 － － △500 － 12. 役 務 費 △500 手数料

手 数 料

計 558,000 △161,500 396,500 △61,112 － △88,164 △12,224

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）



平成２０年度香芝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３４，７７２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４８５，２２８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 後期高齢者医療保険料 ４１６，２０４ △５２，２０４ ３６４，０００

1. 後期高齢者医療保険料 ４１６，２０４ △５２，２０４ ３６４，０００

3. 繰 入 金 １００，２００ １３，９２０ １１４，１２０

1. 他 会 計 繰 入 金 １００，２００ １３，９２０ １１４，１２０

4. 諸 収 入 ３，５００ △１，８２２ １，６７８

1. 雑 入 ３，５００ △１，８２２ １，６７８

5. 国 庫 支 出 金 －　　　　　 ５，３３４ ５，３３４

1. 国 庫 補 助 金 －　　　　　 ５，３３４ ５，３３４

歳      入      合      計 ５２０，０００ △３４，７７２ ４８５，２２８



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 総 務 費 ２２，２８９ ４，２３８ ２６，５２７

1. 総 務 管 理 費 １９，６０９ ４，２６０ ２３，８６９

2. 徴 収 費 ２，６８０ △２２ ２，６５８

2. 保 健 事 業 費 ３，５８０ △２，０００ １，５８０

1. 健康保持増進事業費 ３，５８０ △２，０００ １，５８０

3. 後 期 高 齢 者 医 療 ４９３，１３１ △３７，０１０ ４５６，１２１

広 域 連 合 納 付 金 1. 後 期 高 齢 者 医 療 ４９３，１３１ △３７，０１０ ４５６，１２１

広 域 連 合 納 付 金

歳      出      合      計 ５２０，０００ △３４，７７２ ４８５，２２８



１．歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 特 別 徴 収 保 険 料 347,543 △128,343 219,200 1. 現 年 度 分 △128,343 特別徴収保険料

2. 普 通 徴 収 保 険 料 68,661 76,139 144,800 1. 現 年 度 分 76,139 普通徴収保険料

計 416,204 △52,204 364,000

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金 100,200 13,920 114,120 1. 一 般 会 計 繰 入 金 13,920 事務費繰入金                     △1,274

保険基盤安定繰入金                15,194

計 100,200 13,920 114,120

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入 3,500 △1,822 1,678 1. 保 健 事 業費委託金 △2,000 保健事業費委託金

2. 雑 入 178 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

計 3,500 △1,822 1,678

(款) 5. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 事 業 費 補 助 金 － 5,334 5,334 1. 事 業 費 補 助 金 5,334 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

計 － 5,334 5,334

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



２．歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 一般管理費 19,569 4,260 23,829 5,334 － － △1,074 2. 給 料 △550 一般職給

3. 職 員 手 当 △550 職員手当

4. 共 済 費 △100 職員共済組合負担金

13. 委 託 料 5,460 システム改修委託料

計 19,609 4,260 23,869 5,334 － － △1,074

(項) 2. 徴収費

1. 徴 収 費 2,680 △22 2,658 － － － △22 11. 需 用 費 △200 消耗品費

18. 備品購入費 178 施設用備品

計 2,680 △22 2,658 － － － △22

(款) 2. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

1. 健康診査費 3,580 △2,000 1,580 － － △2,000 － 13. 委 託 料 △2,000 健康診断委託料

計 3,580 △2,000 1,580 － － △2,000 －

(款) 3. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者 493,131 △37,010 456,121 － － △52,204 15,194 19. 負担金補助 △37,010 後期高齢者医療広域連合保険

医療広域連 及び交付金 料負担金          △52,204

合 納 付 金 保険基盤安定負担金  15,194

計 493,131 △37,010 456,121 － － △52,204 15,194

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市介護保険特別会計補正予算（第２号）



平成２０年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１７，４２６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２，７４７，３０６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

3. 国 庫 支 出 金 ５４３，４９９ △５２，６４７ ４９０，８５２

1. 国 庫 負 担 金 ４７２，９００ △４８，８６５ ４２４，０３５

2. 国 庫 補 助 金 ７０，５９９ △３，７８２ ６６，８１７

4. 支 払 基 金 交 付 金 ８２０，５６４ △７５，３７２ ７４５，１９２

1. 支 払 基 金 交 付 金 ８２０，５６４ △７５，３７２ ７４５，１９２

5. 県 支 出 金 ３８８，７７１ △２８，３６９ ３６０，４０２

1. 県 負 担 金 ３７７，９５０ △２８，３６９ ３４９，５８１

6. 財 産 収 入 １ １７４ １７５

1. 財 産 運 用 収 入 １ １７４ １７５

7. 繰 入 金 ４４８，０００ △５５，３６８ ３９２，６３２

1. 他 会 計 繰 入 金 ４４８，０００ △５５，３６８ ３９２，６３２

8. 繰 越 金 ２５，９２５ ９７，３５６ １２３，２８１

1. 繰 越 金 ２５，９２５ ９７，３５６ １２３，２８１

9. 諸 収 入 １５，３９２ △３，２００ １２，１９２

2. 雑 入 １５，２９２ △３，２００ １２，０９２

歳      入      合      計 ２，８６４，７３２ △１１７，４２６ ２，７４７，３０６



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 総 務 費 １３７，２７５ １１，２５２ １４８，５２７

1. 総 務 管 理 費 １０８，９４５ １１，３０２ １２０，２４７

3. 介 護 認 定審査会費 ２５，６４０ △５０ ２５，５９０

2. 保 険 給 付 費 ２，６１８，０００ △１８３，８００ ２，４３４，２００

1. 介護サ－ビス等諸費 ２，６１８，０００ △１８３，８００ ２，４３４，２００

5. 介護サービス事業費 １１，１６７ △１，１９５ ９，９７２

1. 居宅サービス事業費 １１，１６７ △１，１９５ ９，９７２

6. 基 金 積 立 金 ２４，０３５ ５６，３１７ ８０，３５２

1. 基 金 積 立 金 ２４，０３５ ５６，３１７ ８０，３５２

歳      出      合      計 ２，８６４，７３２ △１１７，４２６ ２，７４７，３０６



１．歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 介護給付費等負担金 472,900 △48,865 424,035 1. 現 年 度 分 △48,865 介護給付費等負担金

計 472,900 △48,865 424,035

(項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金 48,957 △4,447 44,510 1. 現 年 度 分 △4,447 調整交付金

3. 事 業 費 補 助 金 － 665 665 1. 事 業 費 補 助 金 665 事業費補助金

計 70,599 △3,782 66,817

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介 護 給 付費交付金 814,387 △75,372 739,015 1. 現 年 度 分 △75,372 介護給付費交付金

計 820,564 △75,372 745,192

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介 護 給 付費負担金 377,950 △28,369 349,581 1. 現 年 度 分 △28,369 介護給付費負担金

計 377,950 △28,369 349,581

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 利 子 及 び 配 当 金 1 174 175 1. 利 子 及 び 配 当 金 174 介護給付費準備基金利子収入

計 1 174 175

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金 448,000 △55,368 392,632 1. 一 般 会 計 繰 入 金 △55,368 介護給付費繰入金等

計 448,000 △55,368 392,632

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金 25,925 97,356 123,281 1. 前 年 度 繰 越 金 97,356 前年度繰越金

計 25,925 97,356 123,281

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑 入 15,292 △3,200 12,092 3. 雑 入 △3,200 介護予防サービス計画費

計 15,292 △3,200 12,092

補正予算額 計 説         明目 補正前予算額



２．歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 一般管理費 107,320 11,302 118,622 665 － － 10,637 2. 給 料 2,980 一般職給

3. 職 員 手 当 370 職員手当

4. 共 済 費 590 職員共済組合負担金

13. 委 託 料 7,362 介護システム改修委託料

計 108,945 11,302 120,247 665 － － 10,637

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査費 19,970 △50 19,920 － － － △50 11. 需 用 費 △50 修繕料

計 25,640 △50 25,590 － － － △50

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サ－ビス等諸費

1. 介護サ－ビ 2,257,200 △87,800 2,169,400 △40,235 － △37,819 △9,746 19. 負担金補助 △87,800 介護サ－ビス費等給付費

ス 等 諸 費 及び交付金

2. 介 護 予 防 210,000 △73,400 136,600 △33,681 － △30,458 △9,261 19. 負担金補助 △73,400 介護予防サービス給付費等

サ － ビ ス 及び交付金

等 諸 費

3. 高 額 介 護 46,000 △9,000 37,000 △3,092 － △2,816 △3,092 19. 負担金補助 △9,000 高額介護サ－ビス費

サ － ビ ス 及び交付金

等 諸 費

4. 特定入所者 100,000 △13,000 87,000 △4,466 － △4,090 △4,444 19. 負担金補助 △13,000 特定入所者介護サービス費等

介護サービ 及び交付金 諸費

ス 等 諸 費

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

5. その他諸費 4,800 △600 4,200 △207 － △189 △204 12. 役 務 費 △600 審査支払手数料

計 2,618,000 △183,800 2,434,200 △81,681 － △75,372 △26,747

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

1. 介護予防支 11,167 △1,195 9,972 － － － △1,195 11. 需 用 費 △45 消耗品費              △20

援 事 業 費 修繕料                △25

13. 委 託 料 △1,150 介護予防サービス計画委託料

計 11,167 △1,195 9,972 － － － △1,195

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介 護 給 付 24,035 56,317 80,352 － － 174 56,143 25. 積 立 金 56,317 介護給付費準備基金積立金

費 準 備 基

金 積 立 金

計 24,035 56,317 80,352 － － 174 56,143

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市下水道事業特別会計補正予算（第１号）



平成２０年度香芝市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３９，２８８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１，５０２，７１２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第２表 繰越明許費」

による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 使 用 料 及び手数料 ４５９，６００ △１１，５２３ ４４８，０７７

1. 使 用 料 ４５９，４２５ △１１，５６２ ４４７，８６３

2. 手 数 料 １７５ ３９ ２１４

2. 国 庫 支 出 金 ７１，５００ ２６，５００ ９８，０００

1. 国 庫 補 助 金 ７１，５００ ２６，５００ ９８，０００

3. 繰 入 金 ４８７，０００ △４０，４８７ ４４６，５１３

1. 他 会 計 繰 入 金 ４８７，０００ △４０，４８７ ４４６，５１３

4. 繰 越 金 ２，０００ ３，３９３ ５，３９３

1. 繰 越 金 ２，０００ ３，３９３ ５，３９３

5. 市 債 ５２１，９００ △１７，５００ ５０４，４００

1. 市 債 ５２１，９００ △１７，５００ ５０４，４００

6. 諸 収 入 －　　　　　 ３２９ ３２９

1. 雑 入 －　　　　　 ３２９ ３２９

歳      入      合      計 １，５４２，０００ △３９，２８８ １，５０２，７１２



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 下 水 道 事 業 費 ７８５，６００ △２８，６６１ ７５６，９３９

1. 下 水 道 建 設 費 ７８５，６００ △２８，６６１ ７５６，９３９

2. 公 債 費 ７５３，４００ △８，６２７ ７４４，７７３

1. 公 債 費 ７５３，４００ △８，６２７ ７４４，７７３

3. 予 備 費 ３，０００ △２，０００ １，０００

1. 予 備 費 ３，０００ △２，０００ １，０００

歳      出      合      計 １，５４２，０００ △３９，２８８ １，５０２，７１２



第２表

（単位 千円）

事 業 名

１. 下水道事業費 １. 下水道建設費 １. 水 質 改 善 下 水 道 水 質 改 善 下 水 道 事 業

事 業 費

２. 新 市 街 地 開 発 事 業 新市街地開発事業関連公共下水道事業

関連公共下水道事業費

　　　繰　　　越　　　明　　　許　　　費

金 額

３,０００

款 項 目

２０,８００



第３表

１  変    更

起 債 の 起 債 の 償 還 の
方 法 方 法 方    法

普通貸借  5.0％ 以内   政府資金については 補正前に 補正前に 補正前に

公 共 下 水 道 事 業 320,300 又    は （ただし、利 その融資条件により、 289,600 同    じ 同    じ 同    じ

証券発行 率見直し方式 銀行その他の場合には

で借り入れる その債権者と協定する

流 域 下 水 道 事 業 41,800 政府資金及び ものとする。ただし、 47,200

地方公営企業 市財政の都合により据

等金融機構資 置期間及び償還期限を

資 本 費 平 準 化 159,800 金について、 短縮し、又は繰上償還 167,600

利率の見直し 若しくは低利に借換え

を行った後に することができる。

ついては、当

該見直し後の

利率）

利 率限 度 額

補 正 後
（単位 千円）

地 方 債 補 正

限 度 額
起 債 の 目 的

補 正 前

利 率 償 還 の 方 法



１．歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 下 水 道 使 用 料 459,425 △11,562 447,863 1. 下 水 道 使 用 料 △11,562 下水道使用料                    △12,212

下水道使用料（滞納繰越分）           650

計 459,425 △11,562 447,863

(項) 2. 手数料

1. 下 水 道 手 数 料 175 39 214 1. 下 水 道 手 数 料 39 指定工事店指定手数料                  30

責任技術者登録手数料                   9

計 175 39 214

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 公 共 下 水 道 事 業 71,500 26,500 98,000 1. 公共下水道事業補助金 26,500 水質改善下水道事業補助金

費 国 庫 補 助 金

計 71,500 26,500 98,000

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金 487,000 △40,487 446,513 1. 一 般 会 計 繰 入 金 △40,487 一般会計繰入金

計 487,000 △40,487 446,513

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 繰 越 金 2,000 3,393 5,393 1. 前 年 度 繰 越 金 3,393 前年度繰越金

計 2,000 3,393 5,393

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 下 水 道 事 業 債 521,900 △17,500 504,400 1. 公 共 下 水道事業債 △22,100

2. 流 域 下 水道事業債 4,600

計 521,900 △17,500 504,400

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入 － 329 329 1. 消 費 税 還 付 金 329 消費税還付金

計 － 329 329

補正予算額 計 説         明目 補正前予算額



２．歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 下水道建設費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 水質改善下 728,634 △29,125 699,509 26,500 △22,100 △11,523 △22,002 2. 給 料 △7,100 一般職給

水道事業費 3. 職 員 手 当 △4,300 職員手当

4. 共 済 費 △1,900 職員共済組合負担金

11. 需 用 費 △120 燃料費                △83

食糧費                △10

修繕料                △27

12. 役 務 費 △35 通信運搬費

13. 委 託 料 △1,303 測量設計業務委託料

14. 使用料及び △21 会場借上料            △20

賃 借 料 パソコン借上料         △1

15. 工事請負費 △1,681 公共下水道管渠築造工事

19. 負担金補助 △12,069 流域下水道維持管理負担金

及び交付金                   △11,948

水洗便所改造資金融資斡旋利

子補給金              △32

日本下水道協会本部負担金等

                      △89

22. 補償補填及 △96 地下埋設物等補償金

び 賠 償 金

27. 公 課 費 △500 消費税

区    分 金   額



(単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

2. 新市街地開 15,000 △4,900 10,100 － － － △4,900 15. 工事請負費 △4,900 五位堂駅前北第二土地区画整

発事業関連 理事業公共下水道管渠築造工

公 共 下 水 事

道 事 業 費

3. 流 域 下 水 41,966 5,364 47,330 － 4,600 － 764 19. 負担金補助 5,364 大和川上流流域下水道整備事

道 事 業 費 及び交付金 業負担金

計 785,600 △28,661 756,939 26,500 △17,500 △11,523 △26,138

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利 子 301,400 △8,627 292,773 － － － △8,627 23. 償還金利子 △8,627 地方債利子         △7,531

及び割引料 一時借入金利子     △1,096

計 753,400 △8,627 744,773 － － － △8,627

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費 3,000 △2,000 1,000 － － － △2,000 予 備 費 △2,000 予備費

計 3,000 △2,000 1,000 － － － △2,000

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市土地取得特別会計補正予算（第１号）



平成２０年度香芝市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市土地取得特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４７，６５８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１２７，３４２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の廃止は、「第２表 地方債補正」による。 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

3. 繰 越 金 ７８，９００ １，３５５ ８０，２５５

1. 繰 越 金 ７８，９００ １，３５５ ８０，２５５

4. 諸 収 入 １３ △１３ ０

1. 市 預 金 利 子 １３ △１３ ０

5. 市 債 ４９，０００ △４９，０００ ０

1. 市 債 ４９，０００ △４９，０００ ０

歳      入      合      計 １７５，０００ △４７，６５８ １２７，３４２



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 諸 支 出 金 １２８，６２３ △４７，６５８ ８０，９６５

1. 財 産 取 得 費 １２８，６２３ △４７，６５８ ８０，９６５

歳      出      合      計 １７５，０００ △４７，６５８ １２７，３４２



第２表

１  廃　　止

起 債 の
方 法

普通貸借 　5.0％ 以内（ただし、利   政府資金についてはその融資条件により、銀行そ

又    は 率見直し方式で借り入れる の他の場合にはその債権者と協定するものとする。

証券発行 政府資金及び地方公営企業 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限

公共用地先行取得事業 49,000 等金融機構資金について、 を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えする

利率の見直しを行った後に ことができる。

おいては、当該見直し後の

利率）

（単位 千円）

地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法



１．歳入

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 繰 越 金 78,900 1,355 80,255 1. 前 年 度 繰 越 金 1,355 前年度繰越金

計 78,900 1,355 80,255

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

1. 市 預 金 利 子 13 △13 0 1. 預 金 利 子 △13

計 13 △13 0

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 土 木 債 49,000 △49,000 0 1. 公 共 用 地 先 行 △49,000

取 得 事 業 債

計 49,000 △49,000 0

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



２．歳出

(款) 1. 諸支出金

(項) 1. 財産取得費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 財産取得費 128,623 △47,658 80,965 － △49,000 － 1,342 17. 公有財産購 △47,658 土地等

入 費

計 128,623 △47,658 80,965 － △49,000 － 1,342

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市財産区財産特別会計補正予算（第２号）



平成２０年度香芝市財産区財産特別会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市財産区財産特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０，９４３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５８，２９０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 財 産 収 入 ９，４０５ ２４３ ９，６４８

1. 財 産 運 用 収 入 ９，４０５ ２４３ ９，６４８

2. 繰 入 金 ２７，９４２ ２０，７００ ４８，６４２

1. 基 金 繰 入 金 ２７，９４２ ２０，７００ ４８，６４２

歳      入      合      計 ３７，３４７ ２０，９４３ ５８，２９０



(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

1. 地 元 公 共 事 業 費 ３７，３４７ ２０，９４３ ５８，２９０

1. 地 元 公 共 事 業 費 ３７，３４７ ２０，９４３ ５８，２９０

歳      出      合      計 ３７，３４７ ２０，９４３ ５８，２９０



１．歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

節

区     分 金   額

2. 財 産 貸 付 収 入 8,718 243 8,961 1. 財産区財産貸付収入 243 財産区財産貸付収入

計 9,405 243 9,648

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 地 元 公 共 事 業 積 27,942 20,700 48,642 1. 地 元 公 共 事 業 積 20,700 地元公共事業積立基金繰入金

立 基 金 繰 入 金 立 基 金 繰 入 金

計 27,942 20,700 48,642

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



２．歳出

(款) 1. 地元公共事業費

(項) 1. 地元公共事業費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 地 元 公 共 37,347 20,943 58,290 － － 243 20,700 19. 負担金補助 20,943 財産区財産管理費交付金

事 業 費 及び交付金                        243

地元公共事業交付金  20,700

計 37,347 20,943 58,290 － － 243 20,700

区    分 金   額
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香 芝 市 公 告  

平 成 ２１年 ３月 第 １回 （定 例 ）香 芝 市 議 会 において可 決 された平 成 ２０年 度

香 芝 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （第 ６号 ）、香 芝 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算

（第 ３号 ）の要 領 は次 のとおりである。  

 

 平 成 ２１年 ３月 １８日     

  香 芝 市 長  梅  田  善  久  



平 成 20 年 度　香芝市一般会計補正予算（第６号）



平成２０年度香芝市一般会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７０，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１９，９１７，２４７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

 

平成２０年度香芝市一般会計補正予算（第６号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２７７，２５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２３，７０５，５７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

13. 国 庫 支 出 金 １，６３８，０９５ １，２７７，２５０ ２，９１５，３４５

2. 国 庫 補 助 金 ５５５，４９４ １，２７７，２５０ １，８３２，７４４

歳      入      合      計 ２２，４２８，３２７ １，２７７，２５０ ２３，７０５，５７７

(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

2. 総 務 費 ２，７９３，２２８ １，１４６，５００ ３，９３９，７２８

1. 総 務 管 理 費 ２，１１４，６５６ １，１４６，５００ ３，２６１，１５６

3. 民 生 費 ５，３２４，５４３ ６３，９００ ５，３８８，４４３

2. 児 童 福 祉 費 ２，４４２，７５２ ６３，９００ ２，５０６，６５２

4. 衛 生 費 １，５８４，０１２ １４，０００ １，５９８，０１２

2. 清 掃 費 １，２２１，５０３ １４，０００ １，２３５，５０３

8. 教 育 費 ４，７１０，６３０ ５２，８５０ ４，７６３，４８０

2. 小 学 校 費 ８３７，５５４ １２，４３０ ８４９，９８４

3. 中 学 校 費 ６３６，２５９ １６，５２０ ６５２，７７９

4. 幼 稚 園 費 ３９３，１４２ １２，１００ ４０５，２４２

6. 保 健 体 育 費 ２，３３３，５５６ １１，８００ ２，３４５，３５６

歳      出      合      計 ２２，４２８，３２７ １，２７７，２５０ ２３，７０５，５７７



第２表

　１　追　加 （単位 千円）

事 業 名

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 庁 舎 耐 震 二 次 診 断 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（文化センター空調設備整備事業）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 保 育 所 耐 震 補 強 計 画 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ハイブリッド収集車購入事業）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 地 上 デ ジ タ ル 化 調 査 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 耐 震 二 次 診 断 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 地 上 デ ジ タ ル 化 調 査 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 耐 震 二 次 診 断 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 地 上 デ ジ タ ル 化 調 査 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 耐 震 二 次 診 断 事 業 ）

地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ 総 合 体 育 館 整 備 事 業 ）

１０,９３０

１５,８７０

１１,１００

２. 体 育 施 設 費

１. 学 校 管 理 費 ６５０

１. 幼 稚 園 管 理 費

６. 保 健 体 育 費

１,０００

３. 中 学 校 費

４. 幼 稚 園 費

１. 学 校 管 理 費

４. 衛 生 費

８. 教 育 費 ２. 小 学 校 費

２. 清 掃 費

５. 子育て応援特別手当費

２. 塵 芥 処 理 費

定 額 給 付 金 給 付 事 業

５,５００

１１,０００

６０,３７０子 育 て 応 援 特 別 手 当 給 付 事 業

３. 民 生 費 ２. 児 童 福 祉 費 ３.

１４.

７.

総 務 費

１１,８００

　　　繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

金 額

１,５００

４,５００

財 産 管 理 費

文 化 振 興 費

定 額 給 付 金 費

児 童 福 祉 施 設 費

１,１６１,９００

款 項 目

１４,０００

４.総 務 管 理 費１.２.



１．歳入

(款) 13. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

1. 民 生 費 国庫補助金 41,686 59,400 101,086 1. 児 童 福 祉費補助金 59,400 子育て応援特別手当交付金

5. 総 務 費 国庫補助金 44,613 1,217,850 1,262,463 6. 定額給付金事業補助金 1,130,000 定額給付金給付事業費補助金

9. 地 域 活 性化・生活 87,850 地域活性化・生活対策臨時交付金

対 策 臨 時 交 付 金

計 555,494 1,277,250 1,832,744

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



２．歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

4. 財産管理費 343,336 5,500 348,836 5,500 － － － 13. 委 託 料 5,500 庁舎耐震二次診断委託料

7. 文化振興費 121,388 11,000 132,388 11,000 － － － 15. 工事請負費 11,000 ふたかみ文化センター空調用

熱源設備改修工事

14. 定 額 給 36,000 1,130,000 1,166,000 1,130,000 － － － 19. 負担金補助 1,130,000 定額給付金

付 金 費 及び交付金

計 2,114,656 1,146,500 3,261,156 1,146,500 － － －

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

3. 児 童 福 祉 804,710 4,500 809,210 4,500 － － － 13. 委 託 料 4,500 保育所耐震補強計画委託料

施 設 費

5. 子育て応援 1,000 59,400 60,400 59,400 － － － 19. 負担金補助 59,400 子育て応援特別手当

特別手当費 及び交付金

計 2,442,752 63,900 2,506,652 63,900 － － －

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

2. 塵芥処理費 127,998 14,000 141,998 14,000 － － － 12. 役 務 費 170 手数料                 100

保険料                  70

18. 備品購入費 13,650 収集車

27. 公 課 費 180 自動車重量税

計 1,221,503 14,000 1,235,503 14,000 － － －

区    分 金   額



(款) 8. 教育費

(項) 2. 小学校費 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

1. 学校管理費 345,562 12,430 357,992 12,430 － － － 13. 委 託 料 12,430 地上デジタル化調査委託料

耐震二次診断委託料  10,930

計 837,554 12,430 849,984 12,430 － － －

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費 140,415 16,520 156,935 16,520 － － － 13. 委 託 料 16,520 地上デジタル化調査委託料

耐震二次診断委託料  15,870

計 636,259 16,520 652,779 16,520 － － －

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼 稚 園 381,749 12,100 393,849 12,100 － － － 13. 委 託 料 12,100 地上デジタル化調査委託料

管 理 費

耐震二次診断委託料  11,100

計 393,142 12,100 405,242 12,100 － － －

(項) 6. 保健体育費

2. 体育施設費 1,799,544 11,800 1,811,344 11,800 － － － 15. 工事請負費 11,180 総合体育館内部等改修工事

18. 備品購入費 620 施設用備品

計 2,333,556 11,800 2,345,356 11,800 － － －

                     1,500

                       650

                     1,000

区    分 金   額



平 成 20 年 度　香芝市介護保険特別会計補正予算（第３号）



平成２０年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，７３２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２，８６４，７３２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

平成２０年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

（総則） 

第１条 平成２０年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第２条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２８，３４５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２，７７５，６５１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」による。 

 



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算　補　正

(歳   入） (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

3. 国 庫 支 出 金 ４９０，８５２ ２８，３４５ ５１９，１９７

2. 国 庫 補 助 金 ６６，８１７ ２８，３４５ ９５，１６２

歳      入      合      計 ２，７４７，３０６ ２８，３４５ ２，７７５，６５１

(歳   出) (単位 千円)

款 項 補 正 前 予 算 額補 正 予 算 額 計

6. 基 金 積 立 金 ８０，３５２ ２８，３４５ １０８，６９７

1. 基 金 積 立 金 ８０，３５２ ２８，３４５ １０８，６９７

歳      出      合      計 ２，７４７，３０６ ２８，３４５ ２，７７５，６５１



１．歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

節

区     分 金   額

4. 介 護 従 事者処遇改 － 28,345 28,345 1. 介 護 従 事者処遇改 28,345 介護従事者処遇改善臨時特例交付金

善臨時特例交付金 善臨時特例交付金

計 66,817 28,345 95,162

歳入歳出補正予算事項別明細書

目 補正前予算額補正予算額 計 説         明



２．歳出

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金 (単位 千円)

補  正  予  算  額  の  財  源  内  訳         節

目 補正前予算額 補正予算額 計 特    定    財    源 一 般 説       明

国県支出金地 方 債そ の 他財 源

2. 介護従事者 － 28,345 28,345 28,345 － － － 25. 積 立 金 28,345 介護従事者処遇改善臨時特例

処遇改善臨 基金積立金

時 特 例 基

金 積 立 金

計 80,352 28,345 108,697 28,345 － － －

区    分 金   額
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香 芝 市 公 告  

平 成 ２１年 ３月 第 １回 （定 例 ）香 芝 市 議 会 において可 決 された平 成 ２１年 度

香 芝 市 一 般 会 計 予 算 、香 芝 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 、香 芝 市 老 人

保 健 特 別 会 計 予 算 、香 芝 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 、香 芝 市 介 護

保 険 特 別 会 計 予 算 、香 芝 市 下 水 道 特 別 会 計 予 算 、香 芝 市 土 地 取 得 特 別

会 計 予 算 、香 芝 市 財 産 区 財 産 特 別 会 計 予 算 の要 領 は次 のとおりである。  

 

 平 成 ２１年 ３月 １８日     

  香 芝 市 長  梅  田  善  久  



一般会計
特別会計

奈良県香芝市

香芝市 予算書

平成２１年度
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１．平成２１年度　香芝市一般会計予算



１．平成２１年度香芝市一般会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，７７０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、 ｢第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、 ｢第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４，０００，

０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができるのは、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。) に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

- 1 -



第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (単位 千円)
款 項 金 額 款 項 金 額

1. 市 税 ８，８９７，２６１ 1. 使 用 料 ２８０，８２６
1. 市 民 税 ４，８２８，６００ 2. 手 数 料 ２７，９８９
2. 固 定 資 産 税 ３，６８４，９６１ 3. 証 紙 収 入 ２３，８００
3. 軽 自 動 車 税 ９１，７００ 13. 国 庫 支 出 金 １，６９３，１８５
4. 市 た ば こ 税 ２９２，０００ 1. 国 庫 負 担 金 １，１０７，１６１

2. 地 方 譲 与 税 １８６，９００ 2. 国 庫 補 助 金 ５６２，２２３
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ４１，４００ 3. 委 託 金 ２３，８０１
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税 １４１，５００ 14. 県 支 出 金 ９５３，６７６
3. 地 方 道 路 譲 与 税 ４，０００ 1. 県 負 担 金 ５９２，０５１

3. 利 子 割 交 付 金 ５６，５００ 2. 県 補 助 金 ２１９，０１０
1. 利 子 割 交 付 金 ５６，５００ 3. 委 託 金 １４２，６１５

4. 配 当 割 交 付 金 ３５，５００ 15. 財 産 収 入 １６７，０２６
1. 配 当 割 交 付 金 ３５，５００ 1. 財 産 運 用 収 入 ７，０２６

5. 株 式 等 譲 渡 所 １４，０００ 2. 財 産 売 払 収 入 １６０，０００
得 割 交 付 金 1. 株 式 等 譲 渡 所 １４，０００ 16. 寄 附 金 １，１００

得 割 交 付 金 1. 寄 附 金 １，１００
6. 地 方 消 費 税 交 付 金 ４８５，０００ 17. 繰 入 金 １２６，９８０

1. 地 方 消 費 税 交 付 金 ４８５，０００ 1. 基 金 繰 入 金 １１６，９８０
7. 自動車取得税交付金 ７２，０００ 2. 他 会 計 繰 入 金 １０，０００

1. 自動車取得税交付金 ７２，０００ 18. 繰 越 金 ５０，０００
8. 地 方 特 例 交 付 金 ２１４，８００ 1. 繰 越 金 ５０，０００

1. 地 方 特 例 交 付 金 １８２，８００ 19. 諸 収 入 ５６２，１７３
2. 特 別 交 付 金 ３２，０００ 1. 延 滞 金 、 加 算 １０，０７５

9. 地 方 交 付 税 ３，３００，０００ 金 及 び 過 料
1. 地 方 交 付 税 ３，３００，０００ 2. 市 預 金 利 子 １，０００

10. 交 通 安 全 対 策 １２，０００ 3. 貸 付 金 元 利 収 入 ３，３００
特 別 交 付 金 1. 交 通 安 全 対 策 １２，０００ 4. 受 託 事 業 収 入 １１，９２１

特 別 交 付 金 5. 雑 入 ５３５，８７７
11. 分 担 金 及 び 負 担 金 ４２９，２８４ 20. 市 債 ２，１８０，０００

1. 負 担 金 ４２９，２８４ 1. 市 債 ２，１８０，０００
12. 使 用 料 及 び 手 数 料 ３３２，６１５ 歳      入      合      計 １９，７７０，０００
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(歳   出) (単位 千円) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 議 会 費 ２３９，２９２ 6. 土 木 費 ２，４４３，１８４

1. 議 会 費 ２２８，４９２ 1. 土 木 管 理 費 ８８，５３６

2. 研 究 研 修 費 １０，８００ 2. 道 路 橋 梁 費 ２６３，４７６

2. 総 務 費 ２，３３７，６９９ 3. 河 川 費 ６９，７１０

1. 総 務 管 理 費 １，７６８，３０３ 4. 都 市 計 画 費 ２，００８，７８６

2. 徴 税 費 ３１５，８４６ 5. 住 宅 費 １２，６７６

3. 戸籍住民基本台帳費 １４３，３６８ 7. 消 防 費 ８１３，３３２

4. 人 権 啓 発 費 １８，５９２ 1. 消 防 費 ８１３，３３２

5. 選 挙 費 ５７，３１２ 8. 教 育 費 ２，４６７，４４３

6. 統 計 調 査 費 １４，１０４ 1. 教 育 総 務 費 １８０，４７８

7. 監 査 委 員 費 ２０，１７４ 2. 小 学 校 費 ７３５，９４８

3. 民 生 費 ５，４１８，７０８ 3. 中 学 校 費 ２１３，１８２

1. 社 会 福 祉 費 ２，５２６，８２２ 4. 幼 稚 園 費 ４０７，５１３

2. 児 童 福 祉 費 ２，４６６，３９４ 5. 社 会 教 育 費 ３２４，６２９

3. 生 活 保 護 費 ４２５，４９２ 6. 保 健 体 育 費 ６０５，６９３

4. 衛 生 費 １，６７５，９９１ 9. 公 債 費 ４，１２０，０２０

1. 保 健 衛 生 費 ４１２，０１２ 1. 公 債 費 ４，１２０，０２０

2. 清 掃 費 １，２６３，９７９ 10. 諸 支 出 金 ５，０００

5. 農 林 商 工 費 １９９，３３１ 1. 諸 費 ５，０００

1. 農 業 費 １４１，６４１ 11. 予 備 費 ５０，０００

2. 林 業 費 １５３ 1. 予 備 費 ５０，０００

3. 商 工 費 ５７，５３７ 歳      出      合      計 １９，７７０，０００
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第 ２ 表

（単位  千円）

第 ３ 表

（単位  千円）

起 債 の 目 的 起債の方法

退 職 手 当 支 給 普通貸借

大 阪 湾 広 域 臨 海
環 境 整 備 事 業

又    は

地 方 道 路 等 整 備 事 業 証券発行

河 川 等 整 備 事 業

街 路 整 備 事 業

地方特定道路整備事業

ま ち づ く り 事 業

公 園 緑 地 整 備 事 業

小学校施設耐震補強事業

関屋小学校プール改築事業

公団立替施行償還事業

尼 寺 廃 寺 跡 整 備 事 業

臨 時 財 政 対 策

借 換 事 業

合 計

  政府資金についてはその融資条件により、
銀行その他の場合にはその債権者と協定する
ものとする。ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還
若しくは低利に借換えすることができる。

２７,０００ 

６５,５００ 

２６８,３００ 

９２,２００ 

１８７,０００ 

７,１００ 

５５,８００ 

１３,２００ 

限 度 額

１３１,８００ 

  ５．０％以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる政府資
金及び地方公営企業等金融機構
資金について、利率の見直しを
行った後においては、当該見直
し後の利率）

２,１８０,０００ 

１１２,４００ 

２,７００ 

１４２,２００ 

９３１,０００ 

１４３,８００ 

事 項

香芝市土地開発公社に対する債務保証

香芝市土地開発公社が先行取得する
公 共 用 地 取 得 事 業

平成２１年度から５年以内

債 務 負 担 行 為

平成２１年度から返済期日まで

利 率

限 度 額

６,５００,０００  

償 還 の 方 法

  香芝市土地開発公社が、平成２１年度において取得又は補償す
る用地等の事業資金５００，０００千円及びこれに対する利子相
当額

期 間

地 方 債
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２．平成２１年度　香芝市国民健康保険特別会計予算



２．平成２１年度香芝市国民健康保険特別会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，２２９，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができるのは、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用とする。
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第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 国 民 健 康 保 険 料 １，７９７，７５０ 2. 県 補 助 金 ２１６，１３２

1. 国 民 健 康 保 険 料 １，７９７，７５０ 7. 共 同 事 業 交 付 金 ６４６，７４５

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 ５２０ 1. 共 同 事 業 交 付 金 ６４６，７４５

1. 手 数 料 ５２０ 8. 繰 入 金 ４０４，１７０

3. 国 庫 支 出 金 １，５８６，５６７ 1. 他 会 計 繰 入 金 ４０４，１７０

1. 国 庫 負 担 金 １，２３７，９７９ 9. 諸 収 入 １３，１１０

2. 国 庫 補 助 金 ３４８，５８８ 1. 延 滞 金 、 加 算 ３，０００

4. 療 養 給 付 費 交 付 金 ３９１，７３６ 金 及 び 過 料

1. 療 養 給 付 費 交 付 金 ３９１，７３６ 2. 療 養 費 等 指 定 ２，０００

5. 前 期 高 齢 者 交 付 金 １，１３５，５２０ 公 費 返 還 金

1. 前 期 高 齢 者 交 付 金 １，１３５，５２０ 3. 雑 入 ８，１１０

6. 県 支 出 金 ２５２，８８２

1. 県 負 担 金 ３６，７５０ 歳      入      合      計 ６，２２９，０００
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(歳   出) (単位 千円) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 総 務 費 １１９，３００ 1. 介 護 納 付 金 ２８５，１００

1. 総 務 管 理 費 ９６，４２７ 7. 共 同 事 業 拠 出 金 ６４６，７５０

2. 徴 収 費 ２２，５５３ 1. 共 同 事 業 拠 出 金 ６４６，７５０

3. 運 営 協 議 会 費 ３２０ 8. 保 健 事 業 費 ７６，２１０

2. 保 険 給 付 費 ４，２４０，０２０ 1. 保 健 事 業 費 １３，０９０

1. 療 養 諸 費 ３，７６４，０００ 2. 特定健康診査等事業費 ６３，１２０

2. 高 額 療 養 費 ４２１，０００ 9. 公 債 費 ６，０００

3. 移 送 費 ２０ 1. 公 債 費 ６，０００

4. 出 産 育 児 諸 費 ５２，０００ 10. 諸 支 出 金 ８，１００

5. 葬 祭 諸 費 ３，０００ 1. 償 還 金 利 子 及 ６，１００

3. 後期高齢者支援金等 ７８１，９１０ び 還 付 加 算 金

1. 後期高齢者支援金等 ７８１，９１０ 2. 療 養 費 等 指 定 ２，０００

4. 前期高齢者納付金等 ２，５１０ 公 費 立 替 金

1. 前期高齢者納付金等 ２，５１０ 11. 予 備 費 ３，０００

5. 老 人 保 健 拠 出 金 ６０，１００ 1. 予 備 費 ３，０００

1. 老 人 保 健 拠 出 金 ６０，１００

6. 介 護 納 付 金 ２８５，１００ 歳      出      合      計 ６，２２９，０００
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３．平成２１年度　香芝市老人保健特別会計予算



３．平成２１年度香芝市老人保健特別会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、１０，０００千円と定める。
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第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 交 付 金 ９，４５６ 1. 総 務 費 １００

1. 支 払 基 金 交 付 金 ９，４５６ 1. 総 務 管 理 費 １００

2. 国 庫 支 出 金 ５，２２８ 2. 医 療 諸 費 １７，３００

1. 国 庫 負 担 金 ５，２２８ 1. 医 療 諸 費 １７，３００

3. 県 支 出 金 １，３０７ 3. 公 債 費 １００

1. 県 負 担 金 １，３０７ 1. 公 債 費 １００

4. 繰 入 金 ２４０ 4. 諸 支 出 金 ２００

1. 他 会 計 繰 入 金 ２４０ 1. 諸 費 ２００

5. 繰 越 金 ５００ 5. 予 備 費 ３００

1. 繰 越 金 ５００ 1. 予 備 費 ３００

6. 諸 収 入 １，２６９

1. 雑 入 １，２６９

歳      入      合      計 １８，０００ 歳      出      合      計 １８，０００
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４．平成２１年度　香芝市後期高齢者医療特別会計予算



４．平成２１年度香芝市後期高齢者医療特別会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９５，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、１００，０００千円と定める。
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第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 後期高齢者医療保険料 ３７２，７１９ 1. 総 務 費 ２５，１２７

1. 後期高齢者医療保険料 ３７２，７１９ 1. 総 務 管 理 費 ２３，４３７

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 １１１ 2. 徴 収 費 １，６９０

1. 手 数 料 １１１ 2. 保 健 事 業 費 １，２８０

3. 繰 入 金 １１９，６００ 1. 健康保持増進事業費 １，２８０

1. 他 会 計 繰 入 金 １１９，６００ 3. 後 期 高 齢 者 医 療 ４６７，２９３

4. 繰 越 金 １，０００ 広 域 連 合 納 付 金 1. 後 期 高 齢 者 医 療 ４６７，２９３

1. 繰 越 金 １，０００ 広 域 連 合 納 付 金

5. 諸 収 入 １，５７０ 4. 公 債 費 ５００

1. 償還金及び還付加算金 ３００ 1. 公 債 費 ５００

2. 雑 入 １，２７０ 5. 諸 支 出 金 ３００

1. 還付金及び還付加算金 ３００

6. 予 備 費 ５００

1. 予 備 費 ５００

歳      入      合      計 ４９５，０００ 歳      出      合      計 ４９５，０００
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５．平成２１年度　香芝市介護保険特別会計予算



５．平成２１年度香芝市介護保険特別会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，８７１，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、１００，０００千円と定める。
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第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 介 護 保 険 料 ６２４，０００ 1. 総 務 費 １５３，８８２

1. 介 護 保 険 料 ６２４，０００ 1. 総 務 管 理 費 １２５，０５２

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 １００ 2. 徴 収 費 ２，８３４

1. 手 数 料 １００ 3. 介 護 認 定 審 査 会 費 ２５，９９６

3. 国 庫 支 出 金 ５６９，５００ 2. 保 険 給 付 費 ２，６５２，０００

1. 国 庫 負 担 金 ４８６，０００ 1. 介護サ－ビス等諸費 ２，６５２，０００

2. 国 庫 補 助 金 ８３，５００ 3. 地 域 支 援 事 業 費 ４０，６３３

4. 支 払 基 金 交 付 金 ８０１，２７９ 1. 地 域 支 援 事 業 費 ４０，６３３

1. 支 払 基 金 交 付 金 ８０１，２７９ 4. 介護サービス事業費 １２，２６７

5. 県 支 出 金 ３８６，４４１ 1. 居宅サービス事業費 １２，２６７

1. 県 負 担 金 ３７５，５７５ 5. 基 金 積 立 金 ９，７１８

2. 県 補 助 金 １０，８６６ 1. 基 金 積 立 金 ９，７１８

6. 財 産 収 入 １３６ 6. 公 債 費 ５００

1. 財 産 運 用 収 入 １３６ 1. 公 債 費 ５００

7. 繰 入 金 ４７４，６１２ 7. 諸 支 出 金 １，７００

1. 他 会 計 繰 入 金 ４４１，１００ 1. 諸 費 １，７００

2. 基 金 繰 入 金 ３３，５１２ 8. 予 備 費 ３００

8. 繰 越 金 １，０００ 1. 予 備 費 ３００

1. 繰 越 金 １，０００

9. 諸 収 入 １３，９３２

1. 延 滞 金 、 加 算 ２５０

金 及 び 過 料

2. 雑 入 １３，６８２

歳      入      合      計 ２，８７１，０００ 歳      出      合      計 ２，８７１，０００
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６．平成２１年度　香芝市下水道事業特別会計予算



６．平成２１年度香芝市下水道事業特別会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５２７，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、 ｢第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、 ｢第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６００，００

０千円と定める。
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第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 使 用 料 及 び 手 数 料 ４７４，７９８ 1. 下 水 道 事 業 費 ７５８，０００

1. 使 用 料 ４７４，２７０ 1. 下 水 道 建 設 費 ７５８，０００

2. 手 数 料 ５２８ 2. 公 債 費 ７６６，０００

2. 国 庫 支 出 金 １０１，０００ 1. 公 債 費 ７６６，０００

1. 国 庫 補 助 金 １０１，０００ 3. 予 備 費 ３，０００

3. 繰 入 金 ４５３，２００ 1. 予 備 費 ３，０００

1. 他 会 計 繰 入 金 ４５３，２００

4. 繰 越 金 ２，０００

1. 繰 越 金 ２，０００

5. 諸 収 入 ２

1. 延 滞 金 、 加 算 ２

金 及 び 過 料

6. 市 債 ４９６，０００

1. 市 債 ４９６，０００

歳      入      合      計 １，５２７，０００ 歳      出      合      計 １，５２７，０００
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第 ２ 表

（単位  千円）

第 ３ 表

（単位  千円）

起 債 の 目 的 起債の方法

普通貸借   ５．０％以内（ただし、利率   政府資金についてはその融資条件により、

又    は 見直し方式で借り入れる政府資 銀行その他の場合にはその債権者と協定する

証券発行 金及び地方公営企業等金融機構 ものとする。ただし、市財政の都合により据

資金について、利率の見直しを 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還

行った後においては、当該見直 若しくは低利に借換えすることができる。

し後の利率）

流 域 下 水 道 事 業 ３７,７００ 

合 計 ４９６,０００ 

資 本 費 平 準 化 １７１,６００ 

債 務 負 担 行 為

利 率

公 共 下 水 道 事 業 ２８６,７００ 

香 芝 市 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資
あ っ せ ん に 係 る 取 扱 金 融 機 関 に
対 す る 債 務 の 損 失 補 償

平成２１年度から償還期間満了
まで

  水洗便所改造者が取扱金融機関より、借り入れる改造資金に対
して香芝市が行う元金・利子及び遅延損害金相当額

償 還 の 方 法限 度 額

限 度 額事 項 期 間

地 方 債
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７．平成２１年度　香芝市土地取得特別会計予算



７．平成２１年度香芝市土地取得特別会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５０，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 ｢第２表 地方債」による。
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第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 繰 入 金 １４，３５２ 1. 諸 支 出 金 １３５，６４８

1. 他 会 計 繰 入 金 １４，３５２ 1. 財 産 取 得 費 １３５，６４８

2. 繰 越 金 ８０，６００ 2. 公 債 費 １４，３５２

1. 繰 越 金 ８０，６００ 1. 公 債 費 １４，３５２

3. 諸 収 入 ４８

1. 市 預 金 利 子 ４８

4. 市 債 ５５，０００

1. 市 債 ５５，０００

歳      入      合      計 １５０，０００ 歳      出      合      計 １５０，０００
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第 ２ 表

（単位  千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法

普通貸借   ５．０％以内（ただし、利率   政府資金についてはその融資条件により、

又    は 見直し方式で借り入れる政府資 銀行その他の場合にはその債権者と協定する

証券発行 金及び地方公営企業等金融機構 ものとする。ただし、市財政の都合により据

資金について、利率の見直しを 置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還

行った後においては、当該見直 若しくは低利に借換えすることができる。

し後の利率）

償 還 の 方 法

公共用地先行取得事業 ５５,０００ 

合 計 ５５,０００ 

地 方 債

利 率
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８．平成２１年度　香芝市財産区財産特別会計予算



８．平成２１年度香芝市財産区財産特別会計予算

（総則）

第１条 平成２１年度香芝市財産区財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第２条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算」による。
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第 １ 表 歳　入　歳　出　予　算

(歳   入） (単位 千円) (歳   出) (単位 千円)

款 項 金 額 款 項 金 額

1. 財 産 収 入 １９，１５７ 1. 地 元 公 共 事 業 費 ３１，０００

1. 財 産 運 用 収 入 １９，１５７ 1. 地 元 公 共 事 業 費 ３１，０００

2. 繰 入 金 １１，８４３

1. 基 金 繰 入 金 １１，８４３

歳      入      合      計 ３１，０００ 歳      出      合      計 ３１，０００
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平成２１年 ３月１６日 

香芝市教育委員会公告第３号 

 

                                                                 香芝市教育委員会 

                        委員長 船木 克容 

 

平成２１年第３回香芝市教育委員会を下記のとおり招集する。 

 

記 

１．日   時   平成２１年３月１９日（木） 

          午後２時００分より 

２．場   所   香芝市役所 ４階行政委員会室 

３．案   件    （１）香芝市教育委員会後援等名義使用について 

          （２）香芝市学校給食費徴収規則の制定について 

          （３）香芝市指定文化財の指定ついて 

（４）その他 
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